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  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔上下水道部〕 

    ・上下水道部長挨拶 

   〔水道課〕 

    ・議案第３４号 那須塩原市水道事業の布設工事の監督及び水道技術管理者に関する条例の一部改正に 
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    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第１０号 平成３１年度那須塩原市一般会計予算 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○松田委員長 それでは、皆さんおはようございま

す。 

  本日は３月定例会の常任委員会にご出席いただ

きまして、厚く御礼を申し上げます。きょうから

委員会を迎えます。２日間にわたりまして審議い

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、ただいまから建設経済常任委員会及

び予算常任委員会第三分科会を開会いたします。 

  この定例会におきまして、当委員会に付託され

た案件は、条例の制定及び一部改正に関する案件

が５件、計画に関する案件が１件、契約の締結案

件１件でございます。 

  また、予算常任委員会付託案件のうち、当分科

会で審査する案件は、当初予算案件６件でござい

ます。予算につきましては、関係所管課のところ

で、随時分科会に切りかえて審査を行います。 

  審査の日程及び審査順は、お手元に配付の次第

のとおりといたします。 

  委員各位におかれましては、慎重な審査ととも

に円滑な進行へのご協力をお願いを申し上げます。 

  それでは、次第３、審査事項に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎上下水道部の審査 

○松田委員長 まずは、上下水道部から順次審査を

進めてまいります。 

  初めに、磯上下水道部長からご挨拶をお願いし

ます。 

○磯上下水道部長 （挨拶。） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎水道課の審査 

○松田委員長 それでは、ただいまから水道課の審

査に入ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３４号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第34号 那須塩原市

水道事業の布設工事の監督及び水道技術管理者に

関する条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

  執行部から、議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  課長。 

○黄木水道課長 （議案第34号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第34号 那須塩原市水道事業の布設工事の
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監督及び水道技術管理者に関する条例の一部改正

については、原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第34号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１９号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それではここで、建設経済常任委員

会を予算常任委員会（第三分科会）に切りかえま

す。 

  議案第19号 平成31年度那須塩原市水道事業会

計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○水道課長 （議案第19号について説明。） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

  執行部からの説明が終わりました。質疑を許し

ます。 

  中里委員。 

○中里委員 おはようございます。何点かちょっと

伺わせてください。 

  まず、議案資料97ページの資本的収入の部分な

んですが。 

  １款７項１目の一般会計補助金という部分なん

ですけれども、前年度と比較すると98％減となっ

ていますが、これは項目を一般会計補助金から出

資金へ変更したという理解でよろしいですか。 

○松田委員長 はい、課長。 

○黄木水道課長 そうでございます。 

○中里委員 一般会計補助金から出資金へ変更した

その理由を伺いたいと思います。 

○松田委員長 はい、課長。 

○黄木水道課長 先ほどの説明の中で簡単に説明し

たんですけれども、去年の暮れあたり、消費税の

関係で那須町からちょっとした問い合わせがあっ

たんです。その中で繰入金の計の方法が、私ども

と那須町で若干違うということに気がつきまして、

過去の経緯とか法を当たってみました。そうしま

したところ、この手の償還金は出資金に繰り入れ

るのが法にも定めてありますし、一般的であると。

では、なぜ那須塩原市はこれを一般会計補助金に

したのかというと、当時この科目を決めたときに、

やはりそういうこともできるし、実際は自治体判

断でいいんですよということで、一般会計補助金

にした経緯があります。ですから、先ほど言った

ように、消費税の計算とかで絡んできますので、

やはり法に定められたものに準じるのがより正し

いだろうということで、去年のうちに新しい経理

基準を定めまして、新年度予算から適用すること

としたものでございます。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 先ほどの件は了解しました。 

  次に、予算書の５ページの企業債についてなん

ですけれども、平成31年度はただ企業債の借りか

えなどで、公債費を削減する予定というのはあり

ますか。 

○松田委員長 はい、課長。 

○黄木水道課長 借りかえ等の予定はございません。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 ちなみに、ちょっと教えていただきた

いんですが、その企業債の借りかえといったメニ

ューというのは、国から示されるものなのですか。

それとも、あるいは水道事業者で、みずから探し

て、メニュー探して借りかえをするものなのです
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か。 

○松田委員長 はい、課長。 

○黄木水道課長 我々が行います借りかえというの

は、100％国の指示としていいです。何年か前に

行ったのは、東日本大震災に伴う被災地において、

過去のそういう金利が高いものに安いものをかえ

てもいいですよというメニューがありましたので、

それによって借りかえを実施しております。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 了解しました。では、もう１点だけ。 

  無効水量の部分なんですけれども、従来から無

効水量、漏水というのはかなり量が多いという部

分で、昨年度、私一般質問で多分指摘をさせて頂

いたと思うんです。平成31年度についてなんです

けれども、その無効水量に対する対応というのは

考えていますか。 

○松田委員長 はい、課長。 

○水道課長 ９月議会でご指摘を受けて、12月議会

常任委員会で説明したと思うんですけれども、無

効水量の正確な把握が、我々まだできていない状

況におります。ですから、平成31年度からの、そ

のほかの把握できるはずの水量をまず適切に把握

して、最終的に無効水量の大半を占めるであろう

漏水量を推定するような手法を確立したいと考え

ており、平成31年度がその実験というんでしょう

か、取り組みたいと考えております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 ちょうど１年前ちょっとたつと思うん

ですけれども、異臭騒ぎとかがあって、今回まだ

まだ断定をできていない状態が続いた中で、こう

いった予算を組むに当たって、その後説明を受け

ました。いろいろな設備的な部分で。その予算を

組むに当たって、果たしてそれで改善されたのか、

もしかすると、もうちょっと人員を配置、増員す

ることによって、そういったものがきっちり防げ

るというか、より市民の人たちに安心感を与える

と。だから、細部に水道課のほうでこういうふう

にやって、いろいろな問題ここでチェックをしま

したという見解をいただいても、基本的には見え

てこないわけですよね。こういった次年度にそう

いうトラブルがあった後に予算を組む上で、何か

工夫した点があればお知らせをしていただければ

と思います。 

○松田委員長 はい、課長。 

○水道課長 まず、この当初予算を組む前に、平成

30年度の中で現有予算の流用であるとか、現有予

算の枠内で、できるところはもう施設整備を行っ

ております。その上で、今度の新年度予算ではど

ういうふうなことをしたかと言いますと、今、耐

震化事業で鳥野目浄水場、千本松浄水場をどうや

って耐震化を図ろうかという設計業務があるんで

す。その中で、この事故を受けて水質の評価の見

直しというものをやりまして、その耐震化の中で

施設を耐震化するのみならず、新しい見方による

水質で新しい設備投資をしようというのをどんど

ん盛り込んでおります。ですから、それが実現す

るには設計ができ上がって、それを今度実施の段

階へ持っていかなければならないので、新年度予

算に直接それがはね返っているかというと、それ

はまだ  だと思うんです。だから、先々の検討

をするためのものということでは、もう取り組ん

でいると考えていただいて結構です。ちょっと長

いですか。 

○松田委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので質疑を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了
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といたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようでございますので、討論を

終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第19号 平成31年度那須塩原市水道事業会

計予算は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第19号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  水道課所管の審査事項は以上となります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 （鳥野目浄水場に係る異臭事故の原因

究明及び今後の対応について。） 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 （水道施設に係る監視カメラの設置に

ついての要望及び水道技師の現状について。） 

○松田委員長 ほか、ございませんでしょうか。 

  それでは、執行部から何かございませんでしょ

うか。 

  課長。 

○黄木水道課長 （青木第２配水区域、濁水発生事

故の損害賠償の内容について報告。） 

○松田委員長 それでは、以上で水道課の審査を終

了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで、執行部入れかえのため、暫時休憩とい

たします。 

 

休憩 午前１０時３０分 

 

再開 午前１０時３２分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎下水道課の審査 

○松田委員長 ただいまから、下水道課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２６号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第26号 那須塩原市

農業集落排水事業条例の一部改正についてを議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○室井下水道課長 （議案第26号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ございませんでしょうか。 

  それでは、ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論は終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第26号 那須塩原市農業集落排水事業条例

の一部改正については、原案のとおり可決すべき

ものとすることに、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第26号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで建設経済常任委員会を予算常

任委員会（第三分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 議案第10号 平成31年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○室井下水道課長 （議案第10号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 今の繰出金の関係なんですけれども、

１億1,000万円減のところの理由だけ。 

○室井下水道課長 下水道特別会計のところでも説

明しようと思ったんですけれども。 

〔「では、後で」と言う人あり〕 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに、

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１４号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 続いて、議案第14号 平成31年度那

須塩原市下水道事業特別会計予算を議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  下水道課長。 

○室井下水道課長 （議案第14号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中里委員。 

○中里委員 おはようございます。 
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  水道課さんにもお聞きしたんですけれども、予

算執行計画書199ページの４款公債費の部分なん

ですけれども、31年度公債費を削減する予定とい

うのはありますか。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 下水道につきましては、ありま

せん。 

○中里委員 ないということですね。わかりました。 

（「では、さっきの」と言う人あり） 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 一般会計繰入金の１億1,000万円減に

ついての説明だけ。 

○松田委員長 はい。 

○室井下水道課長 説明時間ください。 

○松田委員長 わかりました。 

  暫時休憩させていただきます。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１０時５６分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

  それでは、課長、説明お願いします。 

○室井下水道課長 １億1,091万円の減につきまし

ては、まず収入関係のほうがふえたこと、使用料

関係。続きまして、歳出のほうにつきまして、水

処理センター維持管理費等で、まず4,000万円減

っていること。また、ガスタンクの修繕等で

3,350万円減って、そちらの２つだけで、維持管

理費の中で8,000万円ぐらい減っていますので、

そちらが一般会計繰入金のほうの関係になってお

ります。また、管渠管理費につきまして、総額的

にはふえている形になっているんですけれども、

中身としまして、維持管理費のほうはほとんど変

わっていないということで、そちらと合わせます

と、約１億円ほど数字が変わっております。残り

の細かい数字、1,000万円等につきましては、そ

の他もろもろでかかっている形になります。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 予算の組み方でわからないので確認し

たいんですけれども、企業債もありますよね。今

回は一般会計のほうから少なくしているという部

分で、そういう予算というのは、私もわからない

ので、どんな関係でそういう形でやるのか、ちょ

っと。 

○室井下水道課長 すみません、もう一度お願いし

ます。 

○眞壁委員 企業債も発行して、当然収入、予算と

しますね。歳入のほう。それで、一般会計から繰

出金を出すというときに、法律的に何かあるのか

どうか、その辺の入れ方。歳出のほうが減れば、

当然一般会計のほうからおりてくる、収入がふえ

れば１つはふえる。あと、歳出で減ったというこ

との理由で。ちょっと組み方として、一般会計か

らの繰り入れなのか、企業債のほうの繰り入れを

こうやっていくかという、バランス的なものがね。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 企業債、今回公営企業会計とか、

企業債も入っているんですけれども、それ以外に

一番大きな企業債が入っているのが、建設事業費。

そちらにつきましては、一般会計繰入金の中の基

準内繰入金が使えることになっています。基準内

繰入金につきましては、基本的に使用料で賄うと

いうことなんですけれども、そちらについても賄

いきれていないというものがありまして、基準内

繰入金の使用料で賄う部分というのは，維持管理

費ということなので、管渠の管理とか、使用料と

なります。 

○松田委員長 眞壁委員。 
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○眞壁委員 厳密的にそういう意味ではないという

こと。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 基準内繰入金というものにつき

ましては、何に充ててもいいというのが決まって

おりますので、通常の維持管理の中で、表に出な

い形が多いのは雨水関係ですか。誰が使うという

のもないので、基準内繰入金を置けということに

なっております。 

〔「あの、ちょっといい」と言う人あり〕 

○松田委員長 はい。 

○磯上下水道部長 基本的に、下水道の企業債、借

り入れのほうは、借りられるものは全部借りてい

る形ですよね。というのは、交付税措置があるん

ですね、下水道の管理所管に対しては。それにつ

いて、一般会計からの繰入金のほうで賄ってもら

っているというのもあるので、基本的に建設事業

に伴う起債については、限度額まで基本的に借り

ているということでやらせていただいているとい

うことです。 

○松田委員長 はい。 

○眞壁委員 今まで限度額をいっぱい借りていて、

今回は基本的に繰入金が少なくなったのは、収入

と歳出が少なくなった、収入がふえて歳出がふえ

たという理由で……。 

〔「公債費が減少しているのが……」と言

う人あり〕 

○松田委員長 はい、どうぞ。 

○黄木水道課長 水道事業会計も一緒なんですけれ

ども、特別会計に、繰入基準というのは総務省か

ら示されているんですね。そうすると、繰り入れ

できるお金というのが決まっているんですよ。そ

うすると、単に使用が少なくなったから減るとい

うのももちろんありますけれども、その基準に合

致するものがなくなってしまうと、まず、基準内

繰入というのは、必然的に減ってしまいます。あ

と、それから先ほど課長が言ったように、下水道

の場合は、基準外の繰入も若干あるんですけれど

も、その辺の増減によって、借りる方を増やして、

一般会計からもらうのを減らすのは、ちょっとお

かしいというような状況が起きてしまうことがあ

ります。ただ、それは今言ったように、あくまで

も基準にのっとった事務処理をしているからとい

うことをご理解いただければと思います。 

○松田委員長 では、ほかに。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 それでは、まず196ページの給与の部

分なんですけれども、去年技師が不足で、大きい

失敗やらかしましたよね。そういった反省を踏ま

えて、技師が不足だという形で大分訴えていまし

たけれども、今年度は30年度の当初予算に比べて

約200五、六十万減額にはなっているんですが、

そういった反省を踏まえた上でのこの職員、通常

の課ですと職員は総務が主管しているじゃないで

すか。でも、下水道の場合は別で、あそこまで技

師がいないんだと言っていた割には、何らこの予

算に反映したことはありますか。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 職員のことにつきまして、うち

のほうとしては技師のほうを要求していますけれ

ども、今年度募集かけた時点でも、試験受かった

人がいないということで。ふえていないという形

でいきますと、技師の部分というのは、給与的に

は反映されておりません。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 採用するかしないかは結果だと思うん

ですけれども、そういった部分の前向きな取り組

みをして、だから当初予算を組むときに、もう技

師がいないんでしょう。そういうのを見込んで組

むのではなくて、採用になってから初めて職員給
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与というのは載せるという意味なの。そういうふ

うな解釈。わかるかな、意味。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 技師どうのこうのというか、給

料自体が標準的な今いる人間ですけれども、仮に

技師が採用になるとすると、逆に若い人、もしく

は経験していても入ってくると公務員じゃないと、

全額同じ給与にならないということもありますの

で、給与自体は低く抑えられて入ってくる形にな

っておりますので。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 給与の仕組みを俺は聞いているんじゃ

なくて、あれだけ技師がいないと言っていたわけ

じゃないですか。そうすると、その改善がなされ

ていなければ、また同じ失敗するよ。あんな大き

な失敗、２回もしたら大変なことになってしまう

わけだよ。でも、理由としては、人がいなかった。

技師がいなかったから、その商談とか取引に行っ

たとき、課長が責任もって行けばいいけれども、

人がいないがためにその下の人が行ったりとかし

て、要はそんなような説明だったじゃないですか。

基本的には、うまくコンセンサスが図れていなか

ったみたいな。で、技師がいないから何とかした

いという、その何とかしたいまではわかっている。

だけど、そういうのを言っていても、こういった

予算に、取り組みをするという部分で反映されて

あれば十分理解するんだけれども、結局減額にな

っているから、何もそういうことはやらないのか

なという話を聞いているんですよね。やっていれ

ば、多少なりともそういったことを前向きにやっ

ていますよみたいなものが出てきてもしかりなの

かと思うけれども、あくまでもきょう見たような

感じで出てきて、なおかつ減額になっているから、

もしかして人を減らしているのかなと思って聞い

ているんですけれども。その辺の現状どうなので

すか。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 予算についての説明以前に、う

ちのほうとしましては、もう一回反省に戻ってし

まうかもしれないんですけれども、職員を採用す

る時点の話のときに、技術系の職員が足らないと、

それは毎年言い続けています。それについてはそ

ういう形で採用とかもお願いしていますし、それ

に応じて人が来ないというのが一番重要と思って

います。続けて給与につきましては、当該年度の

給与という形でいっていますので、なおかつ職員

はうちのほうはふやしてもらいたいと言っており

ますけれども、それは減らされている形というの

は、うちのほうからどうのこうのというのは、ち

ょっと言えないと思います。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 それはわかるんですけれども、通常の

課だと、人件費って出てこないんだよね。委託料

とかどうのこうのはわかるんだけれども、これ下

水道だから人件費が出てくるじゃないですか。そ

うすると、自分のところで、プロパーで雇ってい

るわけだという認識なんですよ、要は。それは大

きな那須塩原市役所ではあるんだけれども、だけ

れども、もう既に技師がいないとか、毎回言って

いるじゃないですか、そこのところ。でも、結局

予算を組むに当たっても、人を採用するというこ

とは、要は金が必要なわけだよね。雇いたいんで

しょう、要は。という話なんだよ。だけれども、

あくまでも結果なのか、例えば含みで予算を出す、

そして採用なかったら減額で、また決算で出せば

いいと思うんだけれども、当初の予算のときから

そういった人はいないんだけれどもと言って、予

算に反映されていますかという話なんだよね。だ

から、要は予算に反映されてないのかと。 

○松田委員長 課長。 
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○室井下水道課長 予算には反映されていません。

まして、人いないという話をしていますけれども、

人事権につきましては総務のほうなので……。 

○松田委員長 はい、どうぞ。 

○櫻田委員 ということは、そういった永遠の課題

は、どういった形で解決するのか。この予算を取

らなかったら、永遠に人がいない人がいない、技

師が不足しているんだというようなことを言い続

けているという解釈でいいですかね。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 そういう形になると思います。

下水道課自体ではなくて、市全体として総枠の中

で職員を管理している中で、下水道課に何名、そ

の上での市全体の中の技術職で何名来るかという

形になるので、下水道課単独では要望は、ほかの

課も含めてですけれども要望はしていると思いま

すけれども、総枠の中で決まっている状況ですの

で、いざ採用に応募する人がもしかしているか、

人がいなければ続くとなります。 

○松田委員長 よろしいですか。 

○櫻田委員 では、次いいですか、マンホールカー

ド。 

  新規のマンホールカードなんですけれども、こ

の新規のマンホールカードの部分は、去年板室温

泉と塩原温泉にマンホール入れましたよね。それ

を入れた後の、ただ新規でマンホールカードと出

ているんですけれども、どんなようなことをする

のか、お伺いします。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 本年度、補正予算でつけてもら

いましたけれども、そちらにつきまして、12月か

ら１月にかけて応募がある予定でいましたが、今

年度最終的な応募がなかったということで、今年

度について、マンホールカードの申請自体はでき

なかったというのがあります。次年度につきまし

ては、２地区、最初に考えていた中で１地区で、

もう１地区を追加で申請しようかという形でいま

したので、という形で新規というか、マンホール

カードをまた計上させてもらった形になります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 基本的に、私の地元の、今たまたまエ

レベーターの工事をしているんですけれども、あ

そこにもマンホールがあるんですよね。要は、そ

れを含めて３つじゃなくて、新たに板室温泉、塩

原温泉のほかにもう１個新設するという考えでい

いんですか。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 新設というか、多分こちらにつ

きまして、訂正が入って新規ではなくなっている

と思ったのですけれども、その中で、マンホール

カードにつきまして増刷という考えもしくは３カ

所目は申請が通ればその３カ所、みるひぃだけの

やつ、そういうものを含めても可能だと思いまし

たけれども、今のところまだ申請のほうが本年度

の受付がなかったということ、終わってしまった、

追加募集がなかったということで、新年度以降で

順番に考えていきたいと思います。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 基本的に、この17万8,000円の下に新

規マンホールカードって書いてあるだけだと、こ

れ何なのかよくわからない。だから、そこの今の

新規マンホールカードだけの取り組みの部分をも

う少しわかりやすく言ってもらわないと、本当は

新規じゃないとやっても新規で載っているし、そ

ういうものもよくわからないから、そこをきっち

りわかるように説明してくれますか。 

  そもそも、マンホールカードをつくるのか、そ

のところの部分をしっかり説明してもらわないと。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 マンホールカードにつきまして
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は、新規、増刷というふうなものを含めてのマン

ホールカードという形で計上しております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 というと、欠品をしちゃったから増刷

をするというのではなくて、新たに増刷をすると

いう認識でよろしいんでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 １ロット2,000枚という形でい

きますので、それがなくなる、もしくはなくなる

手前で増刷する考えで予定しておりました。 

○櫻田委員 予定しているんだよね。はい、了解。

わかりました。 

  では、次に最後にですけれども、下水道の1001

事業で、平成30年度に比べると8,000万円ぐらい

少ないんですけれども、それは、要は新規で台帳

管理システムの構築等がふえたんだけれども、こ

の中で一番大きな比重を占めるやつは何なのか、

お伺いします。大枠で9,600万円と出ているでは

ないですか。新規1,600……。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 増えたものにつきましては、大

きいものにつきましては、資産管理台帳システム

になります。 

○櫻田委員 それが、要はどのぐらいふえた。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 8,400万円です。 

○松田委員長 了解。 

  ほか、ございませんでしょうか。 

  よろしいですか。 

  それでは、ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第14号 平成31年度那須塩原市下水道事業

特別会計予算は、原案のとおり可決すべきものと

することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第14号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  ここで10分間の休憩に入らせていただきます。 

 

休憩 午前１１時１５分 

 

再開 午前１１時２６分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１５号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 続いて、議案第15号 平成31年度那

須塩原市農業集落排水事業特別会計予算を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○下水道課長 （議案第15号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 
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  中里委員。 

○中里委員 すみません、ちょっと聞き逃したかも

しれないんですけれども、203ページの歳出の部

分についてです。 

  １款１項１目の一般事務費、国庫補助金、県の

補助を返還することとなった理由というか、内容

とか経緯を、ちょっと詳しく教えていただきたい

んですけれども。 

○松田委員長 課長。 

○下水道課長 南赤田地区浄化センターにつきまし

て、まず那須塩原市生活排水処理基本構想の中で、

南赤田地区浄化センターが老朽化しているという

ことがありまして、その施設を廃止し下水道に接

続するということが、まず一番最初にあります。

今回、南赤田地区浄化センターを廃止するに伴い

まして、建物及び土地等につきまして、農林水産

省のほうと協議を進めている中で、施設につきま

して跡地利用等がはっきりしているときには、そ

の建物等を継続して使うというのがあったんです

けれども、土地利用等がはっきりしなかったこと

によりまして、補助金を返還して建物等を解体す

るような形になりましたので、補助金の返還等が

発生しました。 

  以上です。 

○松田委員長 よろしいですか。 

  そのほか、ございませんでしょうか。 

  それでは、ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第15号 平成31年度那須塩原市農業集落排

水事業特別会計予算は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第15号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  下水道所管の審査事項は以上となります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 （技師の採用について要望。） 

○松田委員長 そのほか、ございませんでしょうか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 （東部地区排水施設の状況について。） 

○松田委員長 ほか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 〔人口減少に伴う、下水道事業の今後

の考え（広域化等）について。〕 

（委員長、副委員長と交代） 

○齋藤副委員長 では、交代いたします。 

  委員長。 

○松田委員長 （今後の那須塩原市の下水道事業の

方向性について。） 

（委員長、副委員長と交代） 

○松田委員長 では、戻ります。 

  そのほかございませんでしょうか。 

  執行部から、何かございませんでしょうか。 

  部長。 

○上下水道部長 （持続可能な下水道事業の経営に

ついて。） 

○松田委員長 それでは、これで上下水道部の審査
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は全て終了となります。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで、執行部入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１１時４４分 

 

再開 午前１１時４８分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活環境部の審査 

○松田委員長 これより生活環境部の審査に入りま

す。 

  初めに、鹿野生活環境部長からご挨拶お願いい

たします。 

○生活環境部長 （挨拶。） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境管理課の審査 

○松田委員長 ただいまから、環境管理課の審査に

入ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、ここで建設経済委員会を

予算常任委員会（第三分科会）に切りかえます。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○環境管理課長 （議案第10号について説明。） 

○松田委員長 すみません、ここで昼食のため、暫

時休憩といたします。 

  午後１時に再開させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

休憩 午後 零時０４分 

 

再開 午後 零時５９分 

 

○松田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 お昼前のときなんですが、下水道のと

ころで不適切な発言がありましたので、取り消し

をお願いしたいと思います。 

○松田委員長 ただいま、櫻田委員のほうから取り

消しの要求がありましたけれども、皆さん、訂正

を許可でよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、その部分を失敗という形

で訂正させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

  以上でございます。 

  引き続き、委員会を再開いたします。 

  先ほど、午前中説明がありましたので、これか

ら質疑を許したいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、３点ほどございますが、１

点ずつお伺いしたいと思います。 
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  まず、82ページの犬猫の避妊去勢手術について

お伺いします。 

  今回、30万の上乗せがあったという説明だった

と思いますが、犬については、当然ながら飼い主

がきっちりとしているという状況にありますが、

猫について、もちろん状況は把握していると思い

ますが、猫を飼っている方が無意味に、無意味と

いうことはないか、猫がほえてしようがない、そ

れを飼い主が放置していて、猫が自分の家に何匹

いるかもわからないような状況の、そういったと

ころに対する市としての対応は、どのようにやっ

ているのか。 

  去勢するに当たって、その辺、多分あれは１件

で１頭分だったですよね。その辺の取り組みにつ

いてお聞きします。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 確かに、多頭飼育というこ

とで、１軒のお宅で何頭もの猫を飼っているとい

うようなお宅がございます。 

  そういった情報が入る都度、市のほうでは、避

妊去勢手術をするようにということで訪問をしま

して、指導をしているような、あるいは譲渡とい

うことで譲っていただくとかということで、いず

れにしても、ふえないようにということでは指導

しているんですが、委員ご指摘のように、補助に

ついては、１世帯につき１頭で、毎年度１頭ずつ

はできるんですが、猫はかなり繁殖力が高くて、

半年もしますと、次またすぐ産んでしまうという

ような状況で、市のほうでできますのは、指導と

いうことで避妊を勧める、あるいは県と協働で、

県の動物愛護指導センターというのがあるんです

が、そちらと協働して勧めたり、あるいは譲渡を

勧めたりというところまでしか、現実にはできて

いない状況です。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 市ができる範囲というのは、僕もある

程度は理解しているつもりなんですけれども、い

ずれにしても、地域の状況から見て、この春先と

か、特に車にぶつかったりして、そういった状況

が道路に、そこをカラスが突っついているという、

そういったところも見えるところありますので、

指導といっても、なかなか聞き受けいれられない

のかなという気がしますけれども、細やかにちょ

っとお話をしていただきたいというのが、一つの

要望でございます。 

  それと、83ページ。 

  これは、前回の質疑等でやりました、墓地に関

する市民意識調査というのが、この1,000人アン

ケート、25年に実施した結果を踏まえて、これは

新たに意識調査をするということでよろしいんで

すね。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 新たに意識調査をするとい

うことなんですが、前回の調査では、漠然と墓地

の需要があるかないか、どういった要望があるか

というところまでだったんですが、今回はさらに

踏み込みまして、どのような形態の墓地が必要か

と。 

  というのは、平成25年にやっているんですが、

最近ですと、もう葬送、お葬式の方法が多様化し

てきまして、これまでのように先祖代々のお墓を

守っていくということではなくて、一代限りしか

扱わなくてもいいとか、いろいろな考え方、宗教

観とか、社会情勢変わってきておりますので、現

実に今、どのような市民の方の意識があるのかと

いうことを把握しまして、今後、墓地整備をどう

するかといったところへつなげていきたいという

ふうに考えております。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 わかりました。 
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  その下に墓地管理講習会、墓地管理の講習会っ

て、どんな内容なんでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 墓地法というのがございま

すが、この墓地法では、大まかな点しか決められ

ておりません。 

  というのは、先ほど言いましたように宗教とい

うのは、地域によって、かなり宗教が、お墓の扱

いもそうなんですが、違うと。北海道から九州ま

で行きますと、かなり風俗、宗教観が違うという

ことで、地元の自治体に任せられている部分が多

いんですけれども、我々職員も、法律に書いてい

ないこと以外ということになってきますと、専門

的な研修をちょっと受けませんと、実際に法律の

運用をどうしていくべきか、他市町村ではどうや

っているのかというのがわかりませんので、研修

専門にやっている公的機関がございますので、そ

こへ行って、法律の関係、それから現在の風俗と

か宗教がどのような状況になっているかというの

を研修してくるというようなものになります。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 了解しました。 

  最後に、84ページの再生可能エネルギーについ

てお伺いします。 

  今後はこの電気自動車購入に当たってのこの予

算計上でございますが、一般質問等でも、太陽光

についての質問があったかと思います。 

  ちょっと私、疑問ということもないんですけれ

ども、この再生可能エネルギー、市として、今回

はこの先ほど言った電気自動車だけの購入なんで

すけれども、太陽光については、市としての基本

的な考えは、推進するんですか。それとも、推進

ではなくて、反対という言葉はないと思いますけ

れども、そんなに進めないものか。その辺の確認

をお願いします。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 太陽光発電につきましては、

これまで市は推進するということで、例えば屋根

貸しの事業でありますとか、市有地を貸して太陽

光発電していただくということで来たんですけれ

ども、ここへ来まして、まだ計画というか、現地

が動いていない、発電設備ができていないもので

あっても、国の認定を受けているものが多数ある

ことが判明してきました。地域とトラブルになり

そうな事例が見受けられますので、やはり共存し

ていただきたい、反対はしませんけれども、共存

していただきたいというのが１つ。 

  それから、那須塩原市、計画されているものが

できてきますと、もうかなりの数ができますので、

もう那須塩原市としては、十分再生可能エネルギ

ーの推進には、今後積極的に力を入れなくても十

分責任は果たしているのかなというふうに思いま

すので、反対するものではありませんけれども、

共存できないのであれば、積極的にこちらでは協

力はしないというような、地元と共存してやって

いただきたいという。共存できないのであれば、

ご遠慮願いたいというところですけれども。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 多分、メガソーラーの件を話している

のだと思いますけれども、これまで計画が上がっ

たのは相当ありますよね。そういったものについ

ては、今、説明あったとおりに共存、地域住民と

いうのは地域自治会ではなくて、設置箇所から何

ｍ以内とか、そういったのがありますか。そこを

ちょっと詳しく。 

  それと、今後は那須塩原市としては、太陽光発

電については、メガソーラーとか推進しないとい

う形で、そういうふうに捉えてよろしいんですか。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 まず自治会の説明の範囲の



－256－ 

話ですが、１ヘクタールを超えたものについては、

自治会への説明をお願いしまして、敷地境界から

100ｍの範囲の、自治会に加入している、してい

ないにかかわらず、住民に対して説明をしていた

だきたいということをお願いしています。 

  それと、先ほどの今後のメガソーラーの関係で

すけれども、メガソーラーにつきましては、メガ

ソーラーに限らず50kＷ以上を超えますと、東京

電力との接続をするのに、東京電力と協議しまし

て、送電線網の整備について入札手続、容量が残

っていないということで入札手続を東電がして、

それに対して負担金を払うというような仕組みに

なっていまして、既に東京電力、この地域では容

量がなかったので、入札手続をしまして、昨年や

っとその入札手続が終わった状態ですので、既に

申請している方々の分でもう容量はいっぱいにな

っているものと思っていますので、次、またやり

たいという方が手が挙がったときには、なかなか

挙がることもないとは思っているんですけれども、

相当の期間がかかる。要するに次のプロセスを東

京電力がやるのかどうか、入札をやるのかどうか

というところもかかわってきますので、今計画さ

れていない、新たなメガソーラーが計画されるこ

とはなくなってくるのではないかなというふうに

思っています。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 当然、買い取り価格の問題もあるから、

なかなか新しい方は参入しないのかなと思います

けれども、先ほどのもう一度確認。 

  設置箇所から100ｍ以内の住民にだけ説明会を

すればよろしいんですか。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 市では、おっしゃったとお

り100ｍ以内の住民に対して、住民というのは土

地所有者も含めて、住んでいなくても土地所有者

であるとか、権利者というのはいると思いますの

で、そういう方々を対象にということではあるん

ですが、やらなくていいよということではなくて、

最低それはやってくださいというようなお願いに

なっていますので、自主的に幅を広げるというの

は、とめるものではないんです。 

○相馬委員 了解です。 

○松田委員長 そのほか、ございませんでしょうか。 

  星野委員。 

○星野委員 ちょっと教えていただきたいんですが、

84ページの地球温暖化対策のこのエコポイント引

きかえ品、これはどういうものなんですか。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 市のほうで、エコポイント

シートというものをつくりまして、そこにエコア

クションというものを、こういった活動をします

とポイントあげますよということで、書き上げて

あります。 

  例えば、電気をＬＥＤに交換したときは何ポイ

ント、あるいは市で行っております環境企画展、

そういったものに参加すると何ポイントですとか、

あるいはレッドデータブックって市が発行してい

る冊子があるんですが、そういったものを購入す

ると何ポイントとか、電気自動車を購入すると何

ポイントということで、ポイントを差し上げます。

100ポイントたまりますと、クオカードと交換で

きますよという制度になります。 

○松田委員長 星野委員。 

○星野委員 では、現在、そのポイント交換した方

というのは何人ぐらいおられるんですか。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 平成29年度から事業を実施

したんですけれども、29、30とクオカードの枚数

1,000枚ということで予算計上していまして、29

年度につきましては1,000枚全てはけたというこ
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とで、事業はその時点で終了しています。30年度、

今年度ももう間もなく1,000枚に到達しますので、

目標1,000枚達成ということになりそうです。 

○松田委員長 星野委員。 

○星野委員 では、この1,000枚はけてしまえば、

もうその後は、交換の人はなしということですね。

はい、わかりました。 

○松田委員長 そのほか、ございませんでしょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 まずスズメバチの駆除からなんですけ

れども、これは毎年６万5,000円ぐらいでずっと

推移しているんですけれども、要は、１回に対し

て幾らかかはわかりませんけれども、もしスズメ

バチの駆除がふえたときというのは、補正で対応

するとかという感じでよろしいんでしょうか。 

  ６万5,000円の積算根拠を聞くか。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 まず、このスズメバチの駆

除につきましては、市有地ではなくて、民有地と

いうんですか、個人のお宅、空き家だったりとか、

不在地主の山林だったりといった場所で、どうし

ても緊急、通学路で子どもが刺されてしまったと

か、緊急な場合にのみ駆除するために用意してい

る予算でありまして、本来ですと、土地所有者に

駆除していただくというのが原則になっています。 

  したがいまして、どうしても緊急で、市のほう

で所有者にかわってやらなければいけないという

場合の予算になっていまして、これは３万2,400

円、２カ所分ということで計上しています。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 毎年６万5,000円ということは、毎年

２カ所ぐらいは、ちょっと決算見ていないからわ

からないですけれども、毎年、そんなような推移

でいいという認識でよろしいんですか。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 ここ数年は、スズメバチの

巣があってという苦情があるんですが、所有者の

方が判明しまして、至急やってくれということで

連絡がとれているものですから、予算は支出して

おりません。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 次に、墓地のアンケート、今回のアン

ケートは平成25年にやったときに比べると、あく

までお墓のニーズ、そのニーズ調査という認識で

よろしいんでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 おっしゃるとおり、ニーズ

の調査ということで考えています。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 1,000人の人にアンケートするという、

そういった質疑の答弁もいただきましたが、

1,000人の選び方は、無作為に選ぶのか、ある程

度専門家、関係者を含めた上での1,000人なのか、

その辺をお伺いします。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 この墓地のアンケートにつ

きましては、業務委託を考えておりまして、先ほ

ど市の職員が、これは正式にはこれから決定して

いくことになるんですが、市の職員が講習を受け

ているような専門機関ございますので、そういっ

た専門機関に委託をしたいなというふうに現時点

では思って、予算化をしております。 

  そういったところで、対象者を含めてどういっ

た方を抽出して、どういったアンケート方法をと

るのがいいのかという相談も含めて、委託をして

いきたいというふうに考えております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 ということは、今回の予算に計上した

ということは、このアンケートは平成31年度中に

ほぼ結果というか、ニーズをはっきりわかるよう
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な結果まで出せるという、そのアンケートをする

だけではなく、最後のきっちり方向性も決めるま

でのという見解でよろしいんですか。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 31年度につきましては、ア

ンケート調査を行いまして、32年度でどうすると

いうところを決めていきたいというふうに考えま

す。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 では、次に最後の１点。 

  再生可能エネルギーで、昨年度は、電気自動車

購入500万だったんですよね。今回、この1,000万

に増額した理由についてお伺いします。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 この電気自動車補助金事業

を始める際に、ディーラーにちょっと電気自動車

の販売台数等を照会しておりまして、30年度から

事業化しましたので、その前の販売台数、年間の

を確認したんですが、四十数台ということだった

ので、本来ですと50台ということで予算要求した

かったんですが、30年度については、とりあえず

はその25台で始まって、実績があったという31年

度は50台で要求したというところです。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 これは１台につき20万という見当だと

は思うんですけれども、基本的に、２年目の事業

じゃないですか。非常に電気自動車等は、大分お

値段下がってきたといえども、そういった補助は、

漠然と20万とか。漠然とという、その基本的な補

助率を決めた根拠についてお伺いします。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 国が同じような補助をして

おりまして、電気自動車については、１回の充電

当たりで走行できる距離、１kmに対して1,000円

で40万円限度ということで、40万円を国が補助し

ております。市は、その２分の１、１km当たり

500円で20万円限度ということで補助しておりま

す。 

○櫻田委員 はい、わかりました。 

○松田委員長 そのほか、ございませんでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１７号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 続いて、議案第17号 平成31年度那

須塩原市墓地事業特別会計予算を議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま
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す。 

  課長。 

○五十嵐環境管理課長 （議案第17号について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第17号 平成31年度那須塩原市墓地事業特

別会計予算は、原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第17号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  環境管理課の所管の審査事項は以上となります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 （市営墓地の空き状況について。） 

○松田委員長 そのほか、ございませんでしょうか。 

  星野委員。 

○星野委員 （墓地に関するアンケート結果の対応

について。） 

○松田委員長 ほかはございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 執行部からは何かございますでしょ

うか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、以上

で環境管理課の審査を終了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午後 １時２６分 

 

再開 午後 １時２８分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境対策課の審査 

○松田委員長 ただいまから環境対策課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第35号 契約の締結

についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 
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○亀田環境対策課長 （議案第35号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第35号 契約の締結については、原案のと

おり可決すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第35号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、ここで建設経済常任委員

会を予算常任委員会（第三分科会）に切りかえま

す。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○亀田環境対策課長 （議案第10号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中里委員。 

○中里委員 説明ありがとうございました。３点ほ

ど伺わせてください。 

  まず歳入の部分で、24ページの20款４項４目衛

生費雑入、資源物等売払金という部分なんですけ

れども、この資源物等というのは溶融スラグでよ

ろしいんですよね。 

○松田委員長 課長。 

○亀田環境対策課長 こちらは、アルミ缶、それか

ら鉄くず、それから雑紙、紙類、新聞、そういっ

たものの売払金でございます。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 その売り払い見込み額の積算根拠、積

算の算出方法というか、それをちょっと伺いたい

んですけれども。 

○松田委員長 係長、お願いします。 

○伊藤那須塩原クリーンセンター清掃係長 算出根

拠なんですけれども、前年度実績と、あとは今年

度の上期の実績のほうを勘案しまして、平均をと

った形で計上させていただいております。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 わかりました。 

  では、次に歳出の部分です。 

  87ページです。市有ＰＣＢ機器等処理事業につ

いてなんですけれども、この低濃度ＰＣＢ廃棄物

処理の処理量と委託先って伺えますか。 

○松田委員長 どうぞ。 

○鵜山産廃物対策室産業廃棄物担当副主幹 まだ現

段階では決定しておりませんで、量が大体

8,100kgございます。8.1ｔですので、その運送能

力がある、もしくは処理と運送運搬を両方うまく
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できるような業者を現在選定中となります。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 国、環境省のほうで、認定業者とかと

いうのは載っているんですけれども、基本的には

この認定業者に処理を委託するような形なんでし

ょうか。 

○鵜山産廃物対策室産業廃棄物担当副主幹 そのと

おりでございます。 

○中里委員 はい、わかりました。以上です。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 では、すみません。 

  家庭系ごみの収集事業で、大幅に増額した理由

についてお伺いします。 

○松田委員長 課長補佐。 

○大野環境対策課長補佐 まず、大幅に増額になっ

た理由ということですけれども、まず前回と比較

という形で大幅にということになると思うんです

が、まず前回のごみ収集委託料につきましては、

平成26年から平成30年度の期間ということで、競

争入札という形で実施されています。その際の設

計額に対しまして、落札価格、６地区の全体の平

均なんですが、47.1％ということで非常に低額の

落札が行われています。 

  そちらのほうが、設計に対しても非常に低額で

落札されていたということで、当時、年割ですけ

れども、１億7,500万ちょっと額ということで、

今年度まで契約しておりました。今年度につきま

しては、設計額比較しまして、落札率で申します

と85.48％という形での随意契約になっておりま

す。 

  この間、どういったことがあったかといいます

と、実は平成26年度に最高裁で、ごみの収集に関

する判決が出ておりまして、こちらの収集、運搬

ですとか、ごみの処理に関しては、一般競争入札、

そういった自由競争に委ねられるような性質の事

業というふうには位置づけられないというような

最高裁判決が出ておりまして、それに合わせまし

て、平成26年10月８日に国のほうから、まず委託

等をする場合には、しっかり委託業者ですとか事

業者が安定した形でできるような形が最優先です

よという、そういった趣旨の通知が出されており

ます。 

  そういった中ですので、方向性としましては、

極端に安くなるような競争入札ということはいか

がなものかということが出されておりました。 

  そういった中、どういった形がいいのかという

ことで、６月の議会の債務負担行為を起こさせて

いただくときには、８地区８社、８地区で８社以

上という形になりますか、そういった形で入札を

検討したいというような中で検討させていただい

た結果、競争入札という形ではなくて、随意契約

という中で、今まで那須塩原市になってから、家

庭系の収集運搬を行った実績のある業者８社だっ

たんですが、そちらのほうが、８社全てが組合組

織をつくりたいというような申し入れがありまし

て、そういった中で、安定して、より一緒にする

ためには、そういった組合が組織されるのであれ

ば、随意契約という形ではどうだろうということ

で、いろいろな検討を進めた結果、随意契約とい

う形になりましたが、その中で結果としまして、

今回の金額ということで、年間３億4,489万5,840

円という形での入札となったということで、結果

としましては、一見大幅な増額には見えるんです

けれども、前回が設計に対しまして47.1というこ

とで、通常に考えても、ちょっと異常なぐらい低

い数字であったということなので、比較しますと、

かなり金額としては違うんですが、落札率からし

ますと、85.48というような数字ですので、執行

部としましては妥当な数字の契約ができたのでは

ないかなというふうに考えております。 



－262－ 

  以上です。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 ６月議会のときにも、その他で要望し

たんですが、６地区から８地区にすると、そうい

った部分に関しては、従来取引している業者が、

分母が減った場合にどうなのかなという部分と、

あとは今言うように疑惑の念が生じるような契約

だと、やはり後々、通常、安いところでいくんだ

けれども、そういったことによって、最終的な見

解としては、85.幾つなにがしで落札したのも妥

当なところだというのは十分わかるんですけれど

も、そういった６地区から８地区にした経緯、そ

れはもともと取引業者が８社あったからという、

今、答弁いただきましたが、何も６地区でもよか

ったのではないかなというような形はするんです

が。 

  要は上手に割り振って８地区にしたという見解

だと思うんですが、これはやはり、通常、この数

字だけを見ると倍にふえてしまっているので、通

常の入札で入っている人たちからすると、やはり

どうしても疑惑の念が生じるような数字ではない

かなと危惧するところなんですが、そういった、

うまくなる説明の仕方は、担当部局としては考え

ていますか。 

○松田委員長 課長補佐。 

○大野環境対策課長補佐 ただいま、私のほうで説

明のちょっと足りなかった部分があるかと思うん

ですが、６月の時点で８地区検討していますとい

う中で、結果的に仕様書で出したものに関しては

当然８地区に分けると、いろいろ経費の問題とか

出ますので、積算上は６地区で出しております。 

  それで、その中で、組合と随意契約する中で、

組合として８地区に割って業務をしたいという形

なので、例えば６地区から８地区にしてしまうこ

とによって、それぞれ経費がふえてしまうとか、

そういった積算はしていませんので、基本的には

従来の６地区という形で仕様を出させていただき

まして、結果として組合が落札して、組合からの

申し入れにより、８地区という形でどうだろうと

いう申し入れで、こちらのほうも問題がないよう

であればいいですよという協議をする中、調整さ

せていただいたという内容になっています。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 基本的に、僕は随意契約が悪いわけで

はないと思うんですが、随意契約だと、やはりど

うしても特殊的、専門的、そういった部分に関し

ては何ら問題はないと思うんですが、随意契約を

したことによって、通常だと値段が抑えられたり

とか、特殊的、専門的なのでどこの業者もできる

わけではないので、ある程度うまく随意契約でい

くというのはわかるんですが、随意契約をしたこ

とによって倍以上も経費が伸びたということに関

しては、例えば僕たちが市民の人たちに説明する

ときに、なかなかうまく、例えば随意契約で半分

に下がったというのなら何ら問題はないわけです

よね。しかし、半分以上上がっているということ

に関しては、庁内で議論がなされたかどうかをお

伺いいたします。 

○松田委員長 課長補佐。 

○大野環境対策課長補佐 基本的には、当然庁内で

も、いろいろ、当然費用の問題がありますので、

どうだろうという話はありました。そういった中

で、当然、今回、前回が極端に安い状況で、事業

者側もそれではやれないよという話も聞いてはお

りましたので、競争入札した場合にどれぐらいの

金額というのはちょっとわからない部分はあるん

ですが、あとはいずれにしろ、人件費等も高騰し

ている。 

  そういった中で、先ほども説明させていただい

たように、国からの通知等もございまして、競争
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入札でどんどん下げていくのか、それともある程

度の額の中で安定した処理を続けていくのか。 

  また、どうしてもごみのほうが、人口が減りま

すので、実際の扱うごみのほうも減ってくるとい

うことがこれから先見えていると。そうしますと、

今ある事業者自体も過当競争が発生するのではな

いかということで、たたき合いすると、国とかも

心配しているように潰れてしまったりですとか、

そういった部分も加味しまして、ある程度安定し

た形でやっていくというのが、これからますます

必要だろうと。 

  当然、人口減りますので、通常の家庭ごみだけ

ではなく事業系のごみ、その他ごみも今後ますま

す減っていくということを加味した中で、金額的

な部分は当然、どちらという部分はあるんですが、

それはそれで検討した中で、より安定した形で今

後いくためには、随意契約という形をとるほうが

いいのではないかというのが、最終的な決断のも

と、こういった形になったのかなというふうに考

えています。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 その随意契約のことに関しては、何ら

問題はないんですが、６月のときもお願いしたよ

うに、結局もともと安い値段でとっていた部分な

ので、その取引業者が分母が減ること、当初から

普通に考えれば、６から８にいった場合にはエリ

アは決まっているので、エリアが分散されるので、

多少なりとも従来取引されていたところが分母が

減るわけなんで、ちょっと危惧はしていたんです

が、その辺に関してはうまく上昇することによっ

て。 

  それで今、時代ですよね。５年前の部分と大分

時代も変わっていますし、当初のときは、２人で

歩いていたかどうかわからないです。今、２人で

歩いているのが当たり前になっていますし、それ

とお願いしていたのは、ごみ推進員というのが、

どこも高齢化になっているんですよ。なかなか自

治会として成り手がないと。そういった部分で、

ステーションの管理と。あとは、よく１年に１回、

２回、パッカー車がよく燃えるような、スプレー

缶、そういったものの周知を徹底してやってくれ

というお願いをしているんですが、そういったも

のに関しても、この予算には反映されているとい

う認識でよろしいですか。 

○松田委員長 課長補佐。 

○大野環境対策課長補佐 まず、推進員に関しては、

こちらで若干科目が変わってしまうので、別なと

ころで従来どおりの予算の確保をさせていただい

ております。現状ですと。 

  あとパッカー車の火災の部分に関しましてなん

ですが、それに関しましては、やはり火災を防ぐ

ということで、今度の４月以降、収集方法を変え

まして、従来、ガスボンベ等、穴をあけていただ

いて不燃物という形でやっていたんですけれども、

それを一応発火性危険ごみということで仕分けを

しまして、パッカー車ではなくて平ボディー車、

圧縮はしないので、平ボディー車に積んで回収す

るような形で設計のほうも変更しまして、そちら

の火災対策につきましては、その費用を組み込ん

だ形での随意契約という形になっておりますので、

若干その分も、費用的にはちょっとふえてしまっ

ている部分もあるかとは思うんですけれども、そ

ういった設計のもとに発注をかけているというよ

うな、中身の金額としては入っているという格好

になります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 では、最後に１点なんですが、旧清掃

センターの管理事業費も、毎年経常経費的な部分

で出ていると思うんですが、議員になって10年た

つんですが、当初、解体するというようなやつで、
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西那須野は既に済んでいるんですが、例えば黒磯

の清掃センターに関しては当時、14億かかるとか、

何かえらい金額がかかるという話はされたり、こ

こに塩原も入っているんですけれども、ここの清

掃センターというのは、このままにしていれば、

このぐらいの金額で済むんですが、あれはまず借

地かプロパーで持っているのかという部分と、あ

とは解体に関して、今後このずっと予算を積み上

げていく上で、ずっとこのままでいいのか。それ

とも、解体する見通しが立って、そういった議論

をなされたのか、この予算を組む上で。その辺を

聞かせていただければと思います。 

○松田委員長 課長。 

○亀田環境対策課長 これは、当然、空き庁舎の市

有建築物の問題というのは、全庁的な考えでござ

いまして、例えば解体基金を設けるとか、そうい

ったことはできないかと財政課とは相談してござ

いますが、まだ形になっていない状況で、今回も

計上してございません。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 壊す壊さないは、そのとき、そういう

時期が来たら決めると思うんですが、こういう経

費は毎回毎回、とりあえず形があるものなので、

エンドレスにならずに、こうやって毎年毎年経常

経費で積み上げていくという認識でよろしいんで

しょうか。 

  壊れるまではやっていくよという認識でいいの

か。解体か。壊れるというよりは。 

○松田委員長 課長。 

○亀田環境対策課長 旧黒磯清掃センターにつきま

しては、物置、倉庫としても今現在使用している

状況ですので、その倉庫とか物置として使用しな

くなった場合、またこのような管理費を計上する

かというと、しないと思われますが、使っている

限りは、この管理費の計上は要求していく予定で

ございます。 

○櫻田委員 了解。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 85ページの放射能対策費でございます。 

  9002事業のほうなんですけれども、放射能問題

は今まで大変重要な課題だったとは思っておりま

すが、一応これ317カ所の放射線量を測定してい

る。31年度も同じ予算を組んでやるということで

すが、私個人的にはもう、そろそろいいのではな

いかと。 

  というのは、逆にあそこで数字をいっぱいばら

ばら出されたとしても、規定というか、放射線量

までいっていないですよ、全箇所で。 

  ですから、そろそろこの件については、少なく

とも317カ所は必要ないのではないかと思うので

すが、その辺の議論はされたのでしょうか。 

○松田委員長 係長。 

○渡邉環境対策課公害対策係長 こちら、317カ所

の測定につきましては、30年度から年２回という

形で行っております。 

  これにつきましては、放射能対策本部での決定

に従って、この回数をやっているということです

ので、うちの判断で回数を減らすだとか、箇所数

を減らすだとかということはできないのかなとい

うふうに思っております。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 議論は、そういった議論に対して対策

室がありますけれども、こちらからそういった議

論を出すということはないんですか。 

○松田委員長 係長。 

○渡邉環境対策課公害対策係長 今年度から年２回

に減らした際に、対策本部の中では、１年で終わ

りにするのではなくて最低でも２年ぐらいはとい

う話はさせてもらっているので、31年度が２年目
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になりますので、32年度からまた回数を減らすだ

とか、箇所数を減らすということは議論に上がっ

てくるのかなというふうに思っております。 

○相馬委員 了解です。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 すみません、先ほどの家庭系ごみの関

係なんですけれども、国から平成26年度に通知が

来たということで、ことし31年、５年たってこう

いう形に変えてきたというんですけれども、その

辺の経緯的なものを少し詳しく教えてもらってい

いですか。 

○松田委員長 課長。 

○亀田環境対策課長 前回の競争入札を行ったのが

25年度でございました。そこから５年間は、その

委託料を全部継続で載せておりましたので、その

５年が終わった。５年の間にその環境省の通知が

出たものですから、環境省通知の指導内容を実施

するのは今年度しかできなかったということでご

ざいます。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 落札率が当然高くなって、我々もどち

らかというと、先ほど櫻田委員のほうからありま

したけれども、高くなったという説明はある程度

しなくてはならないと思うんですよ。その辺の考

え方をちょっともう一度説明していただけますか。 

○松田委員長 課長補佐。 

○大野環境対策課長補佐 まず、高くなったという

部分の考えとしましては、まず競争入札でかなり

予定より低い額での落札だったということがまず

１点。 

  あとは、先ほどはちょっと説明をしなかったん

ですが、実は前回６地区やっている業者がかなり

低額で落札をされたものですから、一応、こちら

の業者というのは許可業者なのものですから、２

年ごとに更新をかけるときに財務指標とかも一緒

に提出していただいているんですが、残念ながら、

軒並み、逆に落札したところはよろしくない状況

に下がっています。 

  そういったことからも、前回の競争入札がかな

り内容として厳しかったのかなというのもござい

ます。 

  あともう一点、国のほうの26年の通知の中で、

廃棄物処理法の中で、本来は市が行うべきものな

んですが、委託する際には、基準の中できちんと

受託料が受託業務を遂行するに足りる額であるこ

とというような言い方がされています。 

  こちらに関しましては、競争入札等の場合は若

干該当しない可能性もあるんですが、そういった

ものが以前からあった中で、改めて国の26年の通

知でも、その部分がうたわれまして、それに関し

ては経済性の確保とかいうことではなくて、業務

を確実に履行するためには、きちんと積算した金

額、極論でいいますと、設計額と同額でもいいと

いう説明になるかと思うんですが、そういった趣

旨の通知で、そこがまた強調された形で通知が出

ていますので、本当に競争入札でどんどん下がれ

ばいいとかいう発想ではないんだよというような

趣旨の内容が示されていることもありまして、そ

れをどういった形で改善していったらいいだろう

という中で、今回、たまたま経験あるところが組

合という形になりましたので、１社随契という形

でとなる中で、金額的には高くなりましたけれど

も、そういったものを全て加味した形で今回のよ

うな形です。 

  通常の設計でも、前回に比べますと１億6,000

万円ぐらいは、単純な試算でも設計額が上がって

はいるんですが、そういったことも含めまして、

そのような金額で上がってしまうと、それはやむ

を得ないのかなというような判断だと思います。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 
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〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  環境対策課所管の審査事項は以上でございます。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （那須塩原クリーンセンターの指定廃

棄物の保管状況について。） 

○松田委員長 ほかにございますか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 （除染廃棄物の対応について。） 

○松田委員長 よろしいですか。 

  執行部の皆様から何かございますでしょうか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、以上で環境対策課の審査

を終了いたします。ご苦労さまでございました。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 ２時１７分 

 

再開 午後 ２時２９分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活課の審査 

○松田委員長 ただいまから生活課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３２号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第32号 那須塩原市

営駐車場条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○河合生活課長 （議案第32号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了
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いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第32号 那須塩原市営駐車場条例の一部改

正については、原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第32号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、ここで建設経済常任委員

会を予算常任委員会（第三分科会）に切りかえま

す。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○河合生活課長 （議案第10号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 45ページ、新規で、黒磯駅東西連絡橋

防犯カメラ設置設計なんですが、御存じのとおり、

もうそろそろエレベーターができ上がる予定なん

ですよね。 

  エレベーターができますよね。そのエレベータ

ーの中には、防犯カメラはつかないんですか。そ

れは違う部署。どこ、生活課ではなくなってしま

う。 

○河合生活課長 都市整備課のほうで、ちょっとエ

レベーターの中については、申しわけございませ

ん。 

○櫻田委員 というと、今、東西連絡橋思い出して

ください。ずっとエレベーターで上っていくと、

まっすぐになるんですけれども、あの間、要は今

の現状のままでエレベーターが設置になって、迎

えるという認識でよろしいんですか。それとも、

もうちょっとあの間を防犯上明るくするとか、そ

ういったことは考えていないですか。 

○松田委員長 課長。 

○河合生活課長 ちょっと明るくなるかどうかとい

うのはあれなんですが、防犯カメラの視点から言

いますと、そういったものも含めて駅が相当変わ

っていますので、今現在の防犯カメラの位置とか

が新たにリセット、死角がないかとか、そういっ

たものを改めて見直して設計をし直すということ

なので、その辺については、次年度の予算の中で

確認をしながら、必要があればカメラをふやすと

か、減らすとかということを考えていきたいと思

います。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 東口の駐輪場のところ、今までだと、

あそこにマンホールがあって、意外とオープンだ

ったではないですか。で、自転車の盗難等もあっ

て、防犯カメラ作動中というシールなんかも張っ

てもらったんですけれども、今、今度、あそこに

エレベーターができると、意外と死角とか盲点に

なって危険だとは思うんですけれども、そういっ

た対策もこの中に、防犯カメラの予算の中に入っ
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ているという認識でよろしいんでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○河合生活課長 連絡通路を中心とした、今、現在

の防犯カメラですけれども、駅のそういったとこ

ろも含めて、見れる範囲でということになります

が、防犯は確認したいと思っています。 

  それから、当然東口に接しています駐輪場、自

転車駐車場も、必要があればカメラを設置という

ことで考えていきたいと思います。 

○櫻田委員 では、次に消費生活センターのなんで

すけれども、ほぼ予算は同額で推移しているとい

う話なんですが、次年度の相談件数とか、消費生

活センターの部分で、十分職員は足りているとい

う認識でよろしいんでしょうか。 

○松田委員長 課長補佐。 

○印南生活課長補佐 現在、相談員が４名いるんで

すけれども、月16日勤務ということで、常時３人

体制を守りながら相談を受けているんですけれど

も、現在のところ、支障なく相談業務を行えてい

る状況でおりますので、来年度も継続してできる

ものと考えております。 

○櫻田委員 以上です。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 ゆーバス・ゆータクの運行費の関係な

んですけれども、来年度から、予約ワゴンバスか

らゆータクに変わりますよね。この辺の内容、ど

のように変わるのか、ちょっとまず教えていただ

きたいと思います。 

○河合生活課長 内容といいますか、実際に変わっ

たのは、昨年の10月から変わっております。なの

で、主に変わった内容としては、ゆーバスでいえ

ば、黒磯西那須野線といっていたところを、那須

塩原駅を境に分割しまして、黒磯線と西那須野線

ということで走っております。 

  あとは予約ワゴンバス、こちらはかなり大きく

変わっていますけれども、予約ワゴンバスの車両

から、タクシー車両を使って、予約時間を今まで

２時間前だったのが１時間前、あとは予約ワゴン

の、ゆータクの乗り場もふやしていますけれども、

おりる際はフリー降車ということで、安全なとこ

ろという条件つきますけれども、おりたいところ

でおりられるというところで、10月から始めてい

まして、その形で来年度に引き続き運行する予定

でございます。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 そうすると、半年、このゆータクの関

係やっていて、今まで以上に便利さとか、その辺

のご意見とかは来ているんですか。 

○松田委員長 課長。 

○河合生活課長 その辺については、今後、第２段

階を入れていくということで、実績ができたもの

ですから、そういった状況を見て、第２段階進め

ていくわけですが、直近の実績ということで、ゆ

ーバスとゆータクの実績出ていますので、ちょっ

と簡単にご紹介したいと思うんですが、今年度、

ゆーバスですと、４月から９月までの管理配備、

これは古い体制でございますけれども、そこの実

績ですと、乗車人員だけ申し上げますが、７万

6,130人ということで、前年度と比較しますと

103.1％で、10月から１月、これは新たに再編後

となりますが、４カ月間ですけれども、４万

9,207、前年度の同時期と比べますと105.1％で、

２ポイントほど増加しています。下半期のほうが。 

  続いて、ゆータク、いわゆる上半期は予約ワゴ

ンバスになりますけれども、上半期は5,300人ほ

ど利用がありました。これは前年と比較すると

88.9で１割以上落ちています。10月から１月、こ

れがゆータクになった数になりますが、これは前

年度と比較しますと145％ということで、４割以
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上乗車人員がふえたというような状況でございま

して、これの細かな分析については、今後進めて

いきたいと思いますが、状況については、こんな

ところです。 

○眞壁委員 そういう面では非常によくなったなと

私は思います。 

  いいです。 

○松田委員長 ほかに。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 45ページの先ほど説明るる、全協でも

ありました地域防犯カメラについて、いよいよ、

この要望、結構塩原からもこういう要望があって、

説明によると、今年５月に自治会に説明をして、

６月から受付開始というような説明が全協でもあ

ったわけなんですが、一つ、自分気になるところ

が、論議があったかどうかなんですが、このデー

タの管理をやはり自治会のほうで管理もするとい

うことであります。 

  それについて、もし、防犯カメラでありますの

で、問題があったときにそれを解析する部分で、

やはりデータ管理というのは、自治会が行うもの

なのかどうか、その辺の論議というか、そういう

疑問点が自分にはあるんですけれども、その辺に

ついて何か。 

○松田委員長 課長。 

○河合生活課長 データ管理ということで、いわゆ

るプライバシーとか個人情報管理というところな

んですけれども、こちらについては、やはり一番

重要なところというところでございまして、この

管理については、うちのほうで今後、５月の自治

会長の説明会に向けて、細かいところが説明でき

るようにしたいと思うんですが、やはり録画機が

あるようなところについては、鍵がかかるという

ところですとか、当然その鍵を管理する人も、限

られた責任者を設置していただくとか、またあと

は録画したデータ、これを長期間ずっと撮りだめ

しておくのではなくて、１カ月程度で消去しても

らう。消去といっても、通常は上書きして消して

いくという形になるので、自然と消せる形になる

とは思うんですが、そういった形で情報が長期間

録画されなかったり、勝手に地域の人がデータを

持ち出したりすることができないような、そんな

体制をつくり上げていただくという、そういう体

制が、逆にできないと、補助もできないというよ

うな形で、それが補助の要件と申しまして、お願

いしたいと思っております。 

○松田委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 規制はよくわかるんですが、もし何か

防犯カメラの映像を確認、使用する場合には、市

が入ってあげるということでよろしいんですか。 

○松田委員長 課長。 

○河合生活課長 通常、そのデータを使うという場

合には、基本的には警察への捜査の協力ですとか、

あとは人命がかかわる、人命がかかるというのは、

ほかの自治体の事例なんかも聞くと、例えば認知

症の方が行方不明になったというところで使った

りする例があるというんですけれども、そういっ

た場合には、そういった責任者の方が、警察の方

とか相対してやっていただくということで、うち

のほうは、誰に提供したよという報告を後でまと

めていただくというような、そういう体制で考え

ていまして、市が直接行って仲を取り持つとか、

そういったことは考えておりません。 

○松田委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 わかりました。普通の防犯カメラと同

様に、警察が管理ではないんですが、その場面に

は入るという形ですね。何か使用する場合には。

その確認作業をするようなときには、警察が担当

してくれる。 

○松田委員長 課長。 
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○河合生活課長 そうですね。警察の場合は、警察

が入ります。 

○齋藤委員 わかりました。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

  それでは、ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論ございますでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  生活課所管の審査事項は以上となります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 （メディアを活用したゆーバスのＰＲ

及び分かりやすいバスの時刻表への改善について

要望。） 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 執行部から何かございますでしょう

か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、以上で生活課の審議を終

了いたします。 

  これで生活環境部の審査は全て終了となります。 

  ご苦労さまでございました。 

  それでは、ここで執行部入れかえのため暫時休

憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時０４分 

 

再開 午後 ３時１３分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農業委員会事務局の審査 

○松田委員長 これより、農業委員会事務局の審査

に入らせていただきます。 

  初めに、久留生事務局長からご挨拶お願いいた

します。 

○久留生農業委員会事務局長 （挨拶。） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

  それでは、担当課の皆さん、ご苦労様でござい

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、ここで建設経済常任委員

会を予算常任委員会（第三分科会）に切りかえま

す。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 
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  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  局長、お願いいたします。 

○久留生農業委員会事務局長 （議案第10号につい

て説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 これといった質問ではございませんが、

農業委員会が新しく変わって、農業委員が20名、

そして農地利用最適化推進委員が44名ということ

で、そういう形で動き出したんですけれども、農

業委員としては、今までの経験もあるし、今まで

の仕事を継続しているというところもありますけ

れども、この農地利用最適化推進委員44名に関し

ては、新しい仕事ということもありますし、その

辺の新しい組織の中での動きというのは、どう捉

えていますか。 

○松田委員長 局長。 

○久留生農業委員会事務局長 確かに、44名いらっ

しゃいますけれども、温度差がございまして、本

当に熱心にやっている方と、言われたことだけや

っているというか、そういう方もいらっしゃいま

すけれども、そういった温度差をなくすために、

地区、７地区ありますけれども、その７地区の推

進委員さん、みんな集まっていただいて意見交換、

そこに農業委員さんも集まっていただいて意見交

換等をする中で仕事のほうもやっていただく。レ

ベルのほうも同じになるように、現在進めており

ます。 

  以上です。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 先ほども言ったように新しい組織なも

のですから、当然ながら、最初のスタート時点は

そういった、多少、温度差と言ったら失礼ですが、

あるかと思います。 

  そういう中で、当然ながら、ここには農業委員

も、先ほどの話だと加わっているということなの

で、そういった中で、やはりこういった組織にな

った以上はしっかりと仕事と言っては何ですが、

それをこなしていただけるような体制をつくって

いただきたい。そのように思います。 

  あともう一点、農業委員としてやる農地、農地

転用にかかわるときの農業委員の立ち会いのとき

の、こういうことを言うとあれですけれども、上

から目線での農業委員が若干おられますよね。非

常に、実は私、一緒に立ち会ったときもあるんで

すけれども。それはやはり農業委員として、農地

転用をかける側にしてみれば、何もわからない上

で、変な話、農地転用かけるというのは、宅地に

するのに夢と希望を持ってやろうとしている中で、

これは農振地区だから一括してだめという言い方

は、ちょっと気を付けてもらいたいなという気は

しました。 

  その辺はどうでしょうか。 

○松田委員長 局長。 

○久留生農業委員会事務局長 そこは、事務局のほ

うで、そういうことがないように、なかなか事務

局と農業委員という立場でも、またちょっと違い

がありますけれども、いろいろな会議の席とか、

ちょっとした調整の席もありますので、注意して

いきたいと思います。 

  また、農地利用最適化推進委員の皆様におかれ

ましては、31年から、今度は自分の区域のほうに

入っていって、そういった農地のマッチングとか、

そういうようなのをやっていかなくてはならない

という仕事があるものですから、全て38区域、全

て同じようにはちょっとなかなか進めないかと思

うんですけれども、うまく進むように、単位とし

ては先ほど７地区の推進委員さんが同じような形
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でいけるように配慮して、31年度はやっていきた

いと考えております。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論ございますでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、農業委員会事務局所管の審査事項は

以上となります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

  どうぞ。 

○櫻田委員 （農業委員と農業委員会事務局との情

報交換の状況について。） 

○松田委員長 そのほか、ございませんでしょうか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （昨年の農業振興地域見直しによる、

本市における変更について。） 

○松田委員長 それでは、以上で農業委員会事務局

の審査を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○松田委員長 以上をもちまして、本日は散会いた

します。 

  ご苦労さまでございました。 

 

散会 午後 ３時４０分 
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建設経済常任委員会及び予算常任委員会（第三分科会） 

 

平成３１年３月６日（水曜日）午前１０時０３分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 松 田 寛 人  副 委 員 長 齋 藤 寿 一  

委 員 中 里 康 寛  委 員 星 野 健 二  

委 員 櫻 田 貴 久  委 員 伊 藤 豊 美  

委 員 眞 壁 俊 郎  委 員 相 馬 義 一  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

産業観光部長 小  出  浩  美 農務畜産課長 八 木 沢  信  憲 

農務畜産課長 
補 佐 

佐  藤  裕  之 農業振興係長 栗  川  成  人 

畜産振興係長 星  野  卓  央 
農 業 再 生 
協 議 会 
事 務 局 長 

藤  田  輝  夫 

農 業 畜 産 課 
主 査 
（ 係 長 級 ） 

薄  井     隆 
堆肥センター 
所 長 

柳  崎  修  造 

農林整備課長 
補 佐 兼 
農村整備係長 

村  木  和  夫 林 務 係 長 伊  藤  好  美 

地籍調査係長 人  見  栄  作 
商工観光課長 
兼勤労青少年
ホ ー ム 所 長 

渡  辺  直 次 郎 

商工観光課長 
補 佐 兼 
商 工 係 長 

後  藤  明  美 観 光 係 長 金  子  春  美 

観 光 振 興 
センター所長 

和  氣  広  美 
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開会 午前１０時０３分 

 

◎開議の宣告 

○松田委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き、建設経済常任委員会を再開

をいたします。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審議とと

もに、円滑な進行へのご協力をお願い申し上げま

す。 

  それでは、次第により本日の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光部の審査 

○松田委員長 まずは、産業観光部から順次審査を

進めてまいります。 

  初めに、小出産業観光部長からご挨拶をお願い

いたします。 

  部長。 

○小出産業観光部長 （挨拶。） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農務畜産課の審査 

○松田委員長 それでは、ただいまから農務畜産課

の審査に入ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第40号 那須塩原農

業振興地域整備計画についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○八木沢農務畜産課長 （議案第40号について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 こういった計画、５年前からきょう、

順調に推移して、一番肝心なことは、農業産出額

がふえているということは、生産者の皆さんとか

そういったものの人たちに自信がついたりとか、

あとは農業を営む上では、一つ一つのコアの諸事

情があったとしても、市全体でしたら農業産出額

がもう既に360億ぐらいまで上がっている。その

内訳は畜産がどうのこうのと言ったとしても、全

体的に、この計画を実行する上では非常に成果が

あったという認識でよろしいんでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 櫻田委員がおっしゃるとお

り、そういう認識でよろしいかと思います。 

  この計画は農地の、農業の関係で全体的な部分

をうたっていますけれども、アグリプランとかミ

ルクタウン戦略とか総合的に並行して実施してい

るものですので、その成果が見受けられ産出額が

上がっているという認識でよろしいかと思います。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 ということは、そのアグリプランとか

の計画は、どっちが上位法なのかわからないです

けれども、そういった部分の整合性ですよね。そ

ういったものに関しては、もともとアグリプラン

よりはこの計画のほうが古いと思うんですが、そ

の整合性についてお伺いします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 農業振興地域整備計画につ
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きましては、黒磯からいきますと昭和45年、旧西

那須野、塩原のところが47年、それが合併を経ま

して整合性を図ったものとなって今にも継続され

ております。アグリプランとかミルクタウン戦略

はもちろんこの計画と整合性をあわせて、関連し

てつくっていますので、全ての計画がそれぞれの

並行で、当然、総合計画の部門計画になると思う

んですけれども、実行されているという認識でお

ります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 最後に１点なんですが、基本的には農

業にかかわる人たちが減ってはいく予想だとは思

うんですが、ただ、うちのメーンでもあります畜

産業に関しては、クラスター型が功を奏し、どん

どん波及して農業産出が伸びているわけですが、

今後そういった部分の規制緩和ですとか、こうい

ったものにのっとって、本市としてはやっぱり、

得意である酪農に関してはどんどん伸ばしていく

と。クラスター型を推進してやっていくという基

本方針は変わらないという認識でよろしいでしょ

うか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 そのような認識でよろしい

かと思います。 

○松田委員長 ほかございませんか。 

  伊藤委員。 

○伊藤委員 今回、野菜を推進していくということ

で、タマネギということが出ましたが、タマネギ

というのは今まで余りつくられていない、推進し

ていなかったという形だと思うんですが、これを

取り入れた方向性というか、どうしてこれ選んで

いったのかということをちょっと聞きたいんだけ

れども。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 このタマネギの選定、先ほ

ども若干触れましたが、県のほうでも推奨作物で

あるということと、当然ＪＡも含めて、若干那須

管内でそれの作付を増産しているという傾向もあ

りますので、連動といいますか、同じような形で

推奨していくということで位置づけるというとこ

ろでございます。 

○伊藤委員 タマネギというのは土地利用型の生産

なのかな、これは。 

○八木沢農務畜産課長 そうです、あの…… 

○松田委員長 はい。 

○栗川農業振興係長 ＪＡさんのほうでは、「園芸

大国とちぎづくり」という栃木県の方針に基づき

まして、施設ではなくて露地の、土地利用型のタ

マネギを生産してやっていくという方向になって

おります。 

○松田委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 これをつくるに当たって、労働力とい

うのはこれどのぐらいの労働力、１反歩当たりど

れぐらい労働力がかかっているというあれを見て

いるのか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 ただいまの質疑の中の数値

まではこの計画書では算定してございません。 

○伊藤委員 いいです。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 もちろん農振法というのが根底にある

計画だと思いますが、きのうもちょっとお話しし

たんですが、これから人口が減ってくる、食料自

体が今までのように消費が進まない中において、

今回の農振地区内の面積、減にはなっていますけ

れども、面積及びこの目標が、この数字を出した、

この数字をマイナスで出していますけれども、こ

の出した基本的な考え方についてちょっとお聞き

したいんですが。 

○松田委員長 課長。 
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○八木沢農務畜産課長 農業振興地域整備計画その

ものがほかの計画と連動した形でいろいろ方向性

はうたっていますけれども、基本的には農地を守

るための計画なので、いわゆる農業振興地域にあ

る農用地区域、これの除外とか編入とかといった

ところを基本的に管理する計画書というような意

味合いが強い計画書でございまして、現在の農業

振興地域内の農用地というところで押さえている

やつが、基本的には守るというところ。 

  ただ、いかんせん除外が、人口は減っています

けれども除外は大きいところで、例えば太陽光と

か、そういったものが進んでおります。それを大

きく、そういうところを、基本的に法律にかなっ

ていれば除外の許可をせざるを得ないんですけれ

ども、押さえていくという意味合いで、ただ現状

からすると、どうしてもふやすことは、新しい農

地開発が余りないので、減った一方ふえるという

ことは想定できないので減るというところで、減

るんだろうなという基本的な考え方に基づきまし

た。 

  じゃどのぐらい減るのということについては、

直近５カ年の中に、まずそれらが大もとになって

勘案しているという考え方で出しているというと

ころでございます。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 決して私、ふやせとは言っていない。

むしろ減らせと言いたいくらいなんです。いわゆ

る、もちろん何でも世の中そうですけれども、需

要と供給のバランスの問題ですから、これから農

業を推進していくという、一方ではもちろん農政

関係ではそうでしょうけれども、じゃそれを進め

ていくに当たって、農業者、経営者が成り立って

いないとだめなわけですよね。一方ではもちろん

中間機構が入って取りまとめつつありますけれど

も、小規模、ちっちゃな農家なんかはやめていく

状況にあります。 

  そういった中で、農地があるイコール農家経営

をしなくちゃいけないという感覚もまだまだある

と思うんですよ。その辺を、これで今度逆にいう

と、農地を再利用したい、もう農家はやっていけ

ない、経営が難しいといった場合に、これで縛り

つけるということも逆にありますよね。ある意味

ね、ある意味。 

  その辺をしっかり、人口減少していく中で、も

ちろん農振法はわかりますよ、市として多少その

辺の融通のきくような政策をとってほしいなとい

うのが私の考えです。もちろんスマートシティー

の方向性もわかります。スマートシティーの方向

性もわかりますが、その辺のバランスを少し考え

ていただけると助かるのかなと。 

  きのうちょっとお話ししたんですが、相続で農

業者じゃない方が相続の農地をもらった、そうい

った方が、たまたま農地もらったからそこを、じ

ゃ今アパートに住んでいるからそこに家建てよう

かなと言ったって、結構割と難しんだよね。その

辺も含めて、これからはもう、農業経営者もいる

けれども、なかなか農業経営というのが専門家に

ならないとできない状況にあるのかなという気が

しますので、その辺の考え方についてちょっとあ

れば何か。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 この農業振興地域整備計画、

県の計画に連動して地域計画として定められてい

るというところで、今言った除外転用してほかの

ものにしていくという考え方、これがどうしても

農振法に縛られていまして、現在の制度では県の

同意がないと我々のほうでも許可はできないとい

うところがあります。 

  県議会でも話題になっておりまして、岩盤規制

だというところもありまして、もう既に、有効に
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使える農用地は守りますけれども、もう非農家の

方が持っているものとか、部分的に使い勝手が悪

いというところは、やはり県と協議しながら、そ

こはそういう利用もやむを得ないんだろうという

ところで、年に３回ほど除外の申請を受け付けて

いますけれども、８カ月かかるんです、公告した

り、手続、協議したりというのに８カ月かかるん

ですが、なるべくその申出者の意向に沿った形で

は、我々のほうも県と協議していますので、ある

程度、法律が和らげればもっともっとただ、余り

たがを緩めちゃうと日本全国で農地が変わってい

っちゃうというところもあるので、余り緩められ

ないんでしょうけれども、やはり申出者とか所有

者の意向に沿った形では、我々も手続を進めてい

るというところありますので、どうしても県との

協議がかなわないとというところがありますので、

そこはご理解いただければなと思っていますとい

うことです。 

○松田委員長 ほか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 これをつくるに当たり、農業振興地域

整備促進協議会としての協議をしていると思うん

ですけれども、その中で、どのような意見とか要

望とかというものがあったのかどうか、ちょっと

確認させてください。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 農業振興地域整備計画、整

備促進協議会は、５年に一度の計画の見直し、こ

の協議と、一般的な、年に、先ほども言いました、

３回の除外の申請の協議というところで議論いた

だいている協議会でありまして、除外の申請が主

に年に３回集まって協議しているということがあ

るので、そこはやむを得ないなというところはあ

るんですけれども、この計画については、例えば

後継者対策を重点的に入れるべきだとか、あとは

地域ごとの特色に応じた内容にというところでご

意見、主な意見としてはそういうことがありまし

た。 

  あとは、もともとの計画を踏襲しているという

ことで、大きく変えるというような意見はありま

せんけれども、今の時代といいますか、後継者不

足だったりとか、作物の転換じゃないんですけれ

ども園芸作物をこれから県が進めていくというよ

うなところの、そういうところありますけれども、

主にそんな、大きなことでは２点、ご意見として

ありました。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 そういう意見が出て、それを取り入れ

たというのはあるんですか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 例えば後継者対策とか、取

り入れてございます。ここは文言だけで重要です

よというところ、あとはもう具体的には、またア

グリプランとか、市の総合計画にも当然その重要

性は載っていますので、あとはもう事業をどう執

行していくかというところかなと思います。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 あとは県との協議を行っているという

ことなんですけれども、内容的には。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 中身を具体的に、中身につ

いての協議、県のほうからも、この部分はこうい

う表現のほうがいいんじゃないかと、この形が今

に即しているんじゃないかというような、細かい、

担当者同士の協議ということで、正式には県のほ

うでこんな形で協議をやっていますけれども、細

かく県の担当者と数回にわたって具体的な中身を

調整しているという協議です。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 もう一点だけいいですか。 
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  これの一番最後の第９の付図ということで、土

地利用計画図のこれちょっと説明を。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 添付もしないでいたので、

係長のほうで図を広げますので、具体的に農業振

興地域ってこれなんです。ダイダイ色が用途地域

です。緑色が農用地区域というところで、これが

土地利用計画というのかな。 

  あと一つ、白黒になっちゃうんですけれども、

これが具体的には付図の２です。基盤整備の状況

で、市内の。今までのものが記載されています。

これが図面になります。でっかい図面にしか管理

していないというところで。 

〔「ちょっともう一回、そっちのやつ説明

してもらっていいか」と言う人あり〕 

○八木沢農務畜産課長 これ市全体の図面ではない

んですね。これ１枚だよね、あと１枚だよね。 

  オレンジが用途地域になります。緑のところが

農用地、具体的な農用地に色を塗っています。農

業振興地域というのは、ちょっと見づらいんです

けれども、緑の線なんですけれども、農業振興地

域というのがありまして、その中に緑色の農用地

がありますよという、これが図面になります。基

本的にこれで管理する。 

  ただ、これだけではどの地番がどこにこれ入っ

ているというのがわかりませんので、農用地の具

体的な地番は地番表というやつで管理しています。

具体的などこどこの何番地が農用地だよ、どこど

この何番地が農用地だよという、それは全筆管理

しているというのが。この計画書にその管理して

いる地番と図面がつくのが正式な計画書というい

うふうな形になります。すみません。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 振興の地域整備計画の８、９ページの

農業生産基盤整備開発計画の中で、９ページにわ

たって塩原地区と奥塩原地区の整備計画が出てい

ますけれども、あそこ両方に農道整備が必要だと

いうふうに書いてあって、10ページに行くと、そ

の表が出てくるんですが、そこには具体的にはう

たってこないんですが、そういうのってどういう

差なんでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 この計画につきましては、

現在実施するという方向性が決まったものを挙げ

ているのでございまして、地区全体の中では、必

要に応じての農道整備、これ支障があると限らず

です。地域からの要望もございます。具体的にも

うこれは必要だよねと挙がったものだけがここに

は記載されています。 

  これから新たに上がってくるものも当然あって、

それが計画のちょうどうまくタイミングに合えば

記載されますけれども、農道とか、林道はこの計

画には関係ないんですけれども、地域の中にはそ

れぞれ必要なものはありますよねという全体的な、

基本的な考え方は盛り込んで、また個別にその必

要があるものは地域と、当然市の予算の枠、補助

事業であれば県・国の枠というところの中でやっ

ていくという、そういう考え方でございます。 

○松田委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 わかりました。 

  じゃ当初のはこの中になくても、随時そういう

部分で、ほかの地域も…… 

○八木沢農務畜産課長 やらないということではな

い。 

○齋藤委員 ではないということで。了解しました。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので質疑を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第40号 那須塩原農業振興地域整備計画に

ついては原案のとおり可決すべきものとすること

に異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第40号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、ここで建設経済常任委員

会を予算常任委員会（第三分科会）に切りかえま

す。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○八木沢農務畜産課長 （議案第10号について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 何点かお聞きします。 

  まず最初に92ページの全国菜の花サミット実行

委員会の開催が、大会ですか、４月27、28にやる

ということなんですが、これは延々と毎年続いて

いたのが大田原を中心に今回やるというなのか、

初めて出てきたのか、どっちなんですか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 また後で詳しくは触れたい

と思うんですけれども、第19回ということになり

ます。大田原を中心にというところで、那須農業

振興協議会というのがありまして、これは大田原

市、那須塩原市、那須町がグループになっている。

那須農業振興事務所が事務局になっているグルー

プになります。その会長が大田原市長というとこ

ろで、そこで菜の花のプロジェクトというところ

で、いろんなところに種を交付してやっていたと

いうのが、その協議会。 

  こういうサミットがあるよというところで、大

田原市がそれをやってみようかと、その振興協議

会の中で、一緒のメンバーで議論、そのサミット

誘致できないかというところから、那須塩原市と

那須町もそのメンバーとして入っていましたので、

そのかわり大田原が名乗りを上げたということも

ございまして、管内ということですけれども、大

田原市が中心というサミットでございます。 

  これは全国菜の花プロジェクトというグループ

がございまして、そこが中心となっていますけれ

ども、全国転々として、このサミットを18回行っ

てきたと。直近では２回前、２年前に、福島の南

相馬で実施されたと。そこにたまたま大田原のメ

ンバーが参加していたという経緯もあったので、

次は九州だっけ、昨年、ぜひともこの那須野が原

地区というようなところで選定されて、第19回が

実施されるというところです。 

○松田委員長 櫻田委員。 
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○櫻田委員 基本的にイメージとしては、もちろん

サミット、会議はやるんですけれども、菜の花が

たくさん植えてあって、そういった菜の花畑を見

ながら、例えばそういったのにイベント等が行わ

れるという認識でよろしいでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 それでは、資料としまして

は、皆さんのお手元にお配りしていませんが、こ

ちら実はその他でお話申し上げて、全協のその他

にも出す、これは皆さんにそのときお渡しします

けれども、その中身、ちょっと触れたいと思いま

す。 

  具体的には、４月27、28日、ゴールデンウイー

ク、10連休といわれていますけれども、その頭の

２連休を使って実施するものでございます。初日

の土曜日、27日が、那須野が原ハーモニーホール

をメーン会場に午後１時半開会というところで、

中身としましては、事例発表、これは大田原市の

農業者の方とか那須塩原市の会社、それから那須

町の方、それから農水省のバイオマス環境資源課

長さんという方が来てやっていただく。それから

基調講演、トークと。で、パイプオルガンなんて

いうやつがやるのが初日なんですね。で、夜が、

これ全国から集まるので、歓迎会というところを

やる中身になります。 

  ２日目に、先ほど委員がおっしゃるとおり、菜

の花プロジェクトで菜の花を各地区に植えている

ところを中心に分科会、エクスカーションという

ところで、４つのコースです、大田原が２つ、那

須が１つ、那須塩原市が１つ。具体的に那須塩原

はといいますと、メーンに菜の花が植えてあると

ころが明治の森、それからアグリパルというよう

なところがありますので、明治の森とアグリパル

を回って、菜の花の実際に植えてあるところ、そ

れから全国から来ている参加者と会食しながら菜

の花について語る、そんなイメージのものが行わ

れるというところであります。 

  これにつきましては、全協でもお話申し上げま

すが、議員の皆さんのほうも無料チケットが後で

配付される予定なので、多分議会事務局を通して

ということになると思うんですが、当日のメーン

の大会は27日の午後やりますけれども、これが

1,000円かかるんです。その後の交流会は、場所

が大田原のふれあいの丘でやるものですから、こ

れ6,000円かかるんですけれども、メーンの大会

の1,000円の分だけ、この関係者、那須塩原市、

大田原、那須町の方には極力無料で出そうという

今動きがございまして、後で配付しますので、ぜ

ひとも参加いただきたいと思っています。 

  大会の概要は以上です。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 ということは、各市町の負担割で、百

十何がしで全てのことが済むという認識でいいん

ですかね。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 各市の負担割合が、市の補

助金は350万ほど見込んでいます。実際は600万弱

の予算組みがありまして、協賛金、それから参加

費、そういったものも収入に見込んでいまして、

全体では580万弱、そのうち市町が負担するのは

350万、それ以外に参加者が出す参加費、それか

ら企業とか個人に協賛金をいただくというところ

で、この実行委員会のメンバーの皆さんが今まさ

に協賛してくださいというようなところで、冊子

に広告を載せるという体になっているんですけれ

ども、そういうことで、歳入を見込んでいて、全

体で約580万ほどの予算で今、大田原市が事務局

になって進めているというところでございます。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 それじゃ次に、中山間の6001事業で、
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いつも言うんですけれども、この道の駅の委託料

に出している部分なんですが、委託料に関しては

何ら問題はないんですが、こういった予算を組む

上で、市側のほうから、もちろん委託するほうに

もいろんな要望もあるとは思うんですが、逆に予

算を委託料で組む委託側のほうから、市に対して

の要望はなかったのか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 これは指定管理上の委託の

関係でよろしいですかね。指定管理というところ

で、それぞれ複数年で契約している中のこれは来

年の分ということになると思うんですけれども、

当然、随時その施設の維持管理についての協議と

か、そういったものは行っておりますので、それ

に基づいた予算というイメージでよろしいかと思

います。 

  実は昨年度に対して3,000万ほど落ちていると

アグリパルの部分、屋根改修と今後の改修の実績

分をと申し上げましたが、実はアグリパルの改修

につきましては、今地方創生の交付金というとこ

ろで、なるべく有利な事業を、補助事業を取り入

れて今改修をしていこうということで、現在進行

形で進んでいるところでございます。 

  なので、当初予算には載せてございませんが、

国の３次補正の採択のぐあいによっては今回の追

加、もしくは来年度は臨時会が開催される予定で

おりますので、そのタイミング、おそくとも６月

というところで、国の補助事業の調整が整ったら

それも上げていくというところでございます。こ

れは現段階でしか言えない情報、ここまでしか言

えない情報なんですけれども、そういった調整も、

委員のおっしゃるような、常にこの委託先はアグ

リパルとか公社です、協議を進めながら、そうい

った維持管理も含めて、今後の方向性は議論して

いるという形になります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 例えば本市としては、日本遺産取得し

ましたよね、今日本遺産で一番見やすいのが多分

青木の道の駅の青木別邸だとは思うんですが、例

えばそういったのをよく議員の人たちが観光に結

びつけたりとか何々とかといろいろ言うんですが、

最終的にはどこが所管をして、そういった委託を

するときにきっちりお願いができているのか、こ

ういう話がありましたよとかという、そういう意

見交換ができているのかというのを聞きたいんで

すが、結局とったからできるんじゃないかとかと

いう話はしても、当局のほうでそういった認識の

もとに進めているのか。 

  ただいろんな協議会どうのこうのと言ったとし

ても、ほかの施設に関しては、まだまだ拝観する

のにもハードルが高い部分もあるんですけれども、

青木の道の駅に関しては、この間でいえばアート

を活かしたまちづくりのちょっとした展覧会をや

ったりとか、いろんな意味ですごく使えるところ

だと思うんですよ。そういうところに委託をする、

もう決まっているわけですから。例えば予算をあ

る程度膨らませてこういうふうにやってくれない

かという、そういうお願いはしていないというこ

とですか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 予算というところになりま

すと、日本遺産の協議会が４市町で出されていま

す。生涯学習課と商工観光課が事務局的な形で進

めておりまして、我々の農務というところでいい

ますと、具体的に、道の駅のところの直売所とい

うところがあるかと思うんですけれども、当然そ

の協議会の事業として、看板を置くとか、どうい

うふうな勧誘するとかというのは常に協議してお

りまして、実行するのは協議会のほう、農務のほ

うは我々が所管する施設が当然、明治の森でいい
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ますと館のほうに来ますから。 

  ギャラリー宛てに何かというのは、教育委員会

と協議会の調整になると思うんですけれども、

我々直売所しょっていますから、当然そういうの

があれば、連携して介入するというのは、常に情

報共有しながらやっているというところになりま

す。 

○櫻田委員 あとはその他で聞きます。 

  あと、次に牛乳による地域活性化なんですけれ

ども、確かにいろんな取り組みをやっているのは

わかるんですが、例えば那須拓陽の高校生たちが

中心とか、それと那須青峰高校でいえばミルクス

タンドつくったりとかしているんですけれども、

確かにこういうときには目にするんですが、通年

通して、予算のときにはある程度出てきても通年

通して牛乳等による地域活性化推進事業としては

弱いんではないか。ただ、予算を組むに当たって、

さほど通年と変わらない予算の、今回も、組み方

だとは思うんですけれども、費用対効果という話

ではないですが、ああいった事業でほぼほぼ満足

してまた予算をつけている認識でよろしいんです

か。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 ミルクタウン戦略ができま

して、昨年、29年３月にできて、昨年度は推進体

制を確立して、各事業実施主体が連携して情報共

有体制をつくりました。具体的にそういった中で、

チーズと連携して、委託品の中からオリジナルレ

シピをつくったという、12月に。この推進体制を

つくる前から、拓陽高とか小山高専とやってきた

というところで、今、ずっと連動やっていたと必

要な予算を立てていますけれども、今後はそれが

ある程度形になってきたりとか、具体的に予算が

必要だというところは予算を膨らませて、また進

めるとかという、走り出したばかりというところ

で、これで満足するということじゃなくて、どん

どん形を変えながら、皆さんのご意見をいただき

ながら進めていきたいという考え方でおります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 拓陽の生徒がつくったキスミルとかあ

るじゃないですか。ああいうのもいいんですよつ

くって。でも、やっぱり弱いんですよ。やっぱり、

そこの部分で満足している生乳生産本州一ではな

いと思うんだよ。だから、確かにミルクタウン戦

略という部分で、実行計画、実施計画があるわけ

ですから、そういったものに連動しながら、やっ

ぱりもうちょっと市民の人にわかりやすくという

か販路を広げるとか、例えば何らかの形で出すと

か、もう牛乳で乾杯は大分メジャーになってきて

いると思うんですよね、市内では。今度はキスミ

ルを使ったりとか、あとは前も言ったように、ヨ

ーグルトとかチーズとかという、すぐ議員の人で

も過敏に反応する人いますけれども、従来ビジネ

スモデルとしては厳しいんじゃないか。だから、

そういうんであれば大手に任せる、例えば千本松

さんに任せるとかというところの部分の意見調整

でいいと思うんですけれども、プロパーでとか市

単でやる事業としては、もううまくいっているん

であれば、とっくに多分やっていると思うんです。

ただ、景気の問題で、ただつくるだけでは誰でも

できると、というのが今の状態ですよ。しかし、

やっぱり生乳生産本州一がやる事業の取り組みと

しては、やっぱりもう少しメリハリをつけた予算

組みをしてもらうという部分で、ただ牛乳等によ

る地域活性化の事業に関してのお題はいいと思う

んです。しかし、取り組みの内容は日々やっぱり

毎年ローディングしながらやってもらわないと、

ただ予算をつけて、子どもたちがやっている、じ

ゃミルクスタンドだってどうなのよ、でも年に１

回、２回じゃないですか、お披露目出るのは。そ
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れじゃちょっともったいないような気もするし、

もう少しやっている感を出してもらいたいという

意味の予算の組み方だったのか。ただ、そのまま

毎年毎年来ていると、何か工夫はなかったのかな

というところを最後に１点お聞きします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢農務畜産課長 工夫というところでござい

ますけれども、今ミルクタウン戦略を通じた、ど

ちらかというとソフトの部分です、ハードの部分

はプラスだとかいろいろありますけれども、もう

ちょっと盛り上げていこうというところの検討は

当然やっていまして、今継続中であるものをいか

に生かしていくか。例えばキスミルでいいますと、

将来はメジャーになって、名前が売れて、販路も

というとこもありますが、もちろん拓陽がかかわ

っている、高校がかかわっているということもあ

りますので、少しずつ知名度を上げながらという

ところも、調整は常に行っておりまして、来年は

小・中学校全校に一回、試飲というのを取り組ん

でみようと今検討中ですけれども、お金がかかっ

てくる。拓陽もそこは頑張って考えていただけて

いるんで、そういったのを見ながら、次年度以降

はそういう方向も含めて、製造している会社とも

調整しながらいろんな協議をやっていきたいとい

うふうに考えております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 昔聞いたことあるんですけれども、塩

原大根をセブン－イレブンのおでんで販売しても

らったりとかといろいろやっていたり、例えば千

本松の牛乳と何々、例えばランチパックですよね、

そういった大手企業とのコラボとかをして、うま

くいっている事例もあるんで、できればキスミル

の予算をとって、なおかつ販路の拡大という部分

は十二分に考えていると思うんですが、もう少し

センスをもって取り組んでもらいたい。ただやっ

ていますよという話ではなくて、予算をとったか

らには、やっぱり僕らも議決責任ありますので、

その辺の進捗管理と、あとはせっかく予算をとる、

今年度はもういいですけれども、来年度以降につ

いては、しっかりしたＰＤＣＡサイクルに落とし

込んで、何せ本市の看板ですから、そういったも

のに寄与できるような予算の組み方をしていただ

ければと思います。 

  以上です。答弁はいいです。 

○松田委員長 すみません、休憩を10分間とらせて

いただきます。20分に再開させていただきますの

で、よろしくお願いします。 

 

休憩 午前１１時１２分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○松田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開させ

ていただきます。 

  質疑がありましたら、よろしくお願いいたしま

す。 

  齋藤委員。 

○齋藤副委員長 歳出95ページで、歳入は10ページ

の先ほどの堆肥センターの管理運営費の中で、搬

入というか、1,500円の若干の増が見込まれるの

で、修繕費も入っていますけれども今回60万円の

増になるということで、これに関しては搬入量が

ふえたのか、搬入個数がふえたのか、その１点だ

け確認させてください。 

○松田委員長 農務畜産課長。 

○八木沢農務畜産課長 搬入量を組み込んでいます。 

○松田委員長 ほかにございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 確認です。 

  先ほどの92ページの菜の花サミット、この２市



－286－ 

１町の分担割合がどのようになっているのか、ま

ず聞きます。 

○松田委員長 農務畜産課長。 

○八木沢農務畜産課長 基本的には基本割というの

で10％、それと農業の戸数割がございます。これ

は全体の50％。それと耕地面積割、これが40％で、

合計100％。 

  具体的にいいますと、それで割っていきますと

大田原市が155万円、那須塩原市が予算どおり119

万6,000円、那須町が75万4,000円、合計350万円。

これがそれぞれの負担分で、先ほども言いました

ように均等割10％、農家戸数割50％、耕地面積割

が40％で、そういう割合になっております。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 了解しました。その農地割、農家戸数

割、それをお聞きしたかったんです。 

  それと、93ページの園芸作物の生産振興事業、

先ほどの説明では今回50人を見込んでいるという

説明だったか、昨年が225万円だった予算が今回

1,200万円、それを確認したい。 

○松田委員長 農務畜産課長。 

○八木沢農務畜産課長 50万円の20名で1,000万円

ということです。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 了解です。 

  それと、先ほどの歳入からいうと、集積協力金

の返還金というのが発生していますが、今回は本

人の了解のもとに１件ですが、これは今までにも

あって中間機構を通すと10年間ですよね。そうす

ると、例えば５年でいや、実は解約してくれとか、

そういった話があって、今までにこういった返還

金があったかどうかの確認です。 

○松田委員長 農務畜産課長。 

○八木沢農務畜産課長 この予算については場所が

違っていたということになりますけれども、おと

としに１件あり、どうしてもやむを得ない事情で

返していただくと。これは両者合意の上のところ

で、機構と公社と調整してそういうふうに至って

います。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 了解です。 

  それでは、堆肥センターの件ですが、先ほどの

説明だと、稼働率が上がったために電気水道料が

前年度に比べて120万円ぐらい上乗せになってい

るんですが、稼働率だけでこれだけの上乗せとい

う考えでよろしいですか。 

○松田委員長 農務畜産課長。 

○八木沢農務畜産課長 搬入量がふえれば、それだ

け稼働するというところでありますので、そこで

当然これに伴う経費がかかってくるというところ

でございます。 

  歳入のほうは、これが欠損になってしまうと大

変なので大きくは見込んでいないんですけれども、

水道料は固定で10万円で契約していますので、実

績ベースに合わせた電気料のほうが上がったとい

うことになります。 

  現時点で対前年の稼働率が平均で20％強上がっ

ているんですね。なので、当然同じ金額で見込む

と電気料が高くなりますよというところで上がっ

ているということになります。 

○松田委員長 そのほか。 

〔「委員長、議員間討議をお願いします」

と言う人あり〕 

○松田委員長 はい、わかりました。 

  今、議員間討議の申し出がありましたので、こ

こで暫時休憩いたします。 

  執行部の退席を求めます。 

  なお、再開前に再度入出していただきますので、

控室となっております第３委員会室で待機をお願

いいたします。 
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休憩 午前１１時２７分 

 

再開 午前１１時３６分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ただいま議員間討議を委員会として開かせてい

ただきました。堆肥センターの管理運営について

の議員間討議でございました。 

  この当委員会で今年度に市外の行政視察という

形で、委員会の皆さんも同行していただいた経緯

がありますけれども、その点で前向きな検討をい

ただくというお話が執行部のほうから出されてい

たということに関しまして、今回のこの31年度予

算に関しましても堆肥センター管理運営費の中で、

何らそれを反映する予算づけがしていないという

委員からの申し出がありました。例えば調査費な

り、それに対してどういうふうに運営をしていく

のかという調査費等が含まれていないというのは

いかがなものかと。 

  この予算に関して反対するというわけではない。

ただ、ずっとこのままの予算の位置づけの場合に

は、やる気が見えない。今後、どういうふうにこ

の堆肥センターを運営していくのかというものの

予算づけが見えないというところが、全員の意見

でございました。 

  修正動議をかけてもいいのかもしれませんけれ

ども、今回、私どもの最後の委員会でございます

から、次の委員会に引き継ぎもいたしますけれど

も、もしできるようであれば、補正予算なり、何

らかの形で検討いただいて、その堆肥センターの

今後の調査検討を行うチーム編成まではいかない

ですけれども、予算をつけてやる気を見せていた

だきたいという意見でございました。 

  以上です。 

  それに対してお願いいたします。 

  農務畜産課長。 

○八木沢農務畜産課長 堆肥センターにつきまして

は、以前よりそのあり方と運営、稼働率、そうい

った部分でご指摘があったり、現場でも苦慮しな

がらも運営してきたところです。昨年、この委員

会におきましてもたまたま提案があった事業者さ

んの視察を我々も同行したところでございます。 

  我々の考え方としましては、堆肥センターの今

後のあり方を早期に決めたい。できれば来年度の

早期には、こんな方向で進めたいというのを決め

たいと考えております。現在のところは、それを

決めるに当たって問題となるのは、今後、どうい

う運営をしていったらいいかとか、じゃ今使って

いる酪農家さんがどうなのかとか、補助金を受け

て事業を実施しておりますので、それの返還があ

るのかとか、調査費とか委託費とかをとらずに、

まずはその方向性を自前でできるものと考えてお

ります。その後において方向性がある程度絞られ

てきて、そこで必要な調査費とかが発生すれば、

それは補正でも対応はできるのかなと思っており

ます。 

  いずれにしましても、方向性が決まったら、そ

の年のうちにやめられるものとは思っておりませ

ん。当然、やめるとか、委託するとか、どうする

かという部分については、やはり激変緩和という

部分で酪農家さんの意向を十分に尊重しないと、

今回提案があった指定管理にするにしても、すぐ

にはできるものではないということで考えており

ますので、方向性を決め必要な予算があれば、そ

れは措置し進めていくということで考えておりま

す。ご指摘のようなところは、必要に応じて対応

していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 
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○松田委員長 産業観光部長。 

○小出産業観光部長 この堆肥センターにつきまし

ては、今年度内にこの委員会でもいろいろご指摘

いただいて、視察にまで同行させていただいたと

いうことで、今年度、非常に検討してまいったと

いうところでございます。 

  基本的な方向性については、今、課長が申し上

げたとおりということで、できれば年度内の中で

大きな方向性というところは出したかったという

ところではございますけれども、そこまでなかな

かいかなかったということで、申し上げましたと

おり、来年度当初には新たな方向性、パターンと

しては３つなんだと思います。施設を売却する。

あるいは貸す。あるいは引き続き市が直営して、

指定管理でやるという、その３パターンの中で検

討するという方向しか結論的にはないと思います

ので、どの方向がいいのかといったところにつき

ましては、来年度の早々の中で方向性をお示しし

て、改めてまたご審議いただければというふうに

思っておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○松田委員長 そのほか、委員の皆様からまだ質疑

は……。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 例えば部長の決裁で、費用が百何万円

までだったら議決は要らないとか、そういうのと

いうのはあるんですか。極端な話、調査費に50万

円かかると。そういった場合は議決案件じゃなく、

議決は普通二千何百万円とかというじゃないです

か、それ以下だったら別に大丈夫なのか。そんな

に節操なくつけられるのか。 

○松田委員長 産業観光部長。 

○小出産業観光部長 予算の話になりますと、それ

は当初に計上した予算以外のものについては流用

なり、予備費の充用なりというところで、それは

既定の枠内である程度の予算であれば、執行は可

能という制度になっております。 

○松田委員長 齋藤委員。 

○齋藤副委員長 今、小出部長、八木沢課長の話を

聞いて、非常に一歩前に進んでくれるなという感

覚を得ましたので、ぜひ早急に方向性のスタート

は何年かかかるでしょうけれども、そういう方向

性の検討・研究をぜひ進めていただきたい。今の

言葉で前向きさがわかりましたので、ぜひよろし

くお願いいたします。 

○松田委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  農務畜産課所管の審査事項は以上となります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 （「道の駅明治の森・黒磯」の持続可

能で市民ニーズに応える運営の要望。） 
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○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 （青木地区に進出予定の大規模農場の

進捗状況について。） 

○松田委員長 それでは、執行部から何かございま

すでしょうか。 

  農務畜産課長。 

○八木沢農務畜産課長 （経営基盤強化促進事業に

係る追加補正予算について。） 

○松田委員長 そのほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、以上

で農務畜産課の審査を終了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで昼食のため、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時５１分 

 

再開 午後 零時５７分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農林整備課の審査 

○松田委員長 ただいまから農林整備課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、ここで建設経済常任委員

会を予算常任委員会第三分科会に切りかえます。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  農林整備課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 （議案第10号について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

○中里委員 説明をありがとうございます。 

  何点かちょっと詳しく教えてください。 

  まず、96ページの国営那須野原総合開発関連事

業費の新規の団体営地域用水環境整備事業、これ

についてもうちょっと詳しく教えてください。 

○松田委員長 農林整備課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 国営那須野原開発事業関

連の新規に那須野ヶ原土地改良区連合が蟇沼用水

路に小水力発電設備を新しくつくりたいというこ

とで要望がありまして、市経由で県のほうに補助

金の申請をしているところでございます。この蟇

沼用水路に発電所をつくるやつは、那須塩原市と

大田原市で負担して補助金を出す形になっており

ます。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 了解しました。 

  続きまして、100ページ、高林地域森林管理費

の新規の毎木調査、これのことについて詳しく教

えてください。 

○松田委員長 林務係長。 

○伊藤林務係長 こちらは今回新規の部分につきま

しては、旧高林財産区が持っていました市有林の

部分の板室地区及び小牧地区の市有林の毎木調査

ということで、樹木の状態や太さ等を調べまして、

今後利用できる樹木なのか、販売できる樹木なの
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かという調査を行うものであります。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 利用というのは例えばどういったこと

に利用するのか。 

○松田委員長 林務係長。 

○伊藤林務係長 調査した結果、樹木等の利用でき

るものとしましては、市有施設の木造木質化等に

使えるかなという形で考えております。具体的な

施設はまだ決まっておりませんが、そのような形

で使用できればというふうに思っております。 

  以上です。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 いつごろやる予定でしょうか。 

○松田委員長 林務係長。 

○伊藤林務係長 その調査ということでよろしいで

しょうか。 

○中里委員 そうですね。 

○伊藤林務係長 調査につきましては、春先の５月

ごろからできればと。雪が降る前までには終わら

せたいなという形で思っております。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 了解しました。ありがとうございます。 

  続きまして、101ページの松くい虫防除費の単

価の改定というところで、その辺のもうちょっと

詳細な部分を教えてください。 

○松田委員長 林務係長。 

○伊藤林務係長 説明で単価の改定という形があり

ましたが、薬剤の注入の部分の薬剤の費用が、

国・県から示されている単価が今年度に約2,500

円であったものが、来年度は3,000円を超えるだ

ろうという形でいわれていますので、その辺の単

価の上昇分、それから計画的に行っている対象木

が、今年度よりもふえることによって予算がふえ

ております。 

  以上です。 

○中里委員 了解しました。ありがとうございます。 

○松田委員長 齋藤副委員長。 

○齋藤副委員長 それでは、歳入の16ページで、先

ほど農業費補助金の中で戸田、赤田の調整池のハ

ザードマップの作成とあるんですが、これの作成

について詳しくお知らせください。 

○松田委員長 農林整備課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 ９月に県庁のほうに呼び

出されまして防災重点ため池が那須塩原市に今２

カ所あるということで、あれは国営事業でつくっ

た施設なので、市町村には関係ないものだと思っ

ていたんですが、実際に管理しているのは那須野

ヶ原土地改良区で、そこに出された資料にはハザ

ードマップの作成は市町村がやるということがも

う書いてあったので、国のほうからの命令ではな

いですけれどもハザードマップを作成して、被害

を受ける住民は那須塩原市の市民なので那須塩原

市が作成するのがもっともだということで、国か

らの指示でそういうふうになりました。 

  それで、国費の680万円ですけれども、国費

100％で国が全額負担してくれるということで話

し合っております。 

○松田委員長 齋藤副委員長。 

○齋藤副委員長 よくわかりました。 

  今、国の管理が土地改良区という部分で、今回

市のほうがハザードマップを作成しろと。 

  作成した後の周知というか、そういうものはど

のように考えておりますか。 

○松田委員長 農林整備課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 国からの達しでは、31年

度中に作成して公表までいけということですので、

ハザードマップに該当する地域の住民に説明会を

開いて説明するという形をとれということになっ

ております。 

○松田委員長 齋藤副委員長。 
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○齋藤副委員長 わかりました。 

  こういうものを配布するだけではなくて、地域

住民の説明会まで含めてやるということですね。 

  了解しました。 

  次に、先ほど中里委員から質疑があったところ

で同じなんですが、96ページの国営那須野原総合

開発関連事業で、今回、小水力発電で蟇沼用水を

利用して小水力発電を設置したいという要望の中

の予算づけなんですが、これに関して先ほど答弁

の中で、那須塩原市と大田原市の負担率というこ

とで、この負担率についてまず１点と、あとこの

小水力発電の規模をお知らせ願えればと思います。 

○松田委員長 農林整備課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 まず、費用負担分の割合

です。国が50％、県が25％です。残りの8.66％、

これは計算があるんですけれども、那須塩原市が

85.17％、大田原市が14.83％、これは受益の面積

割合で計算してあります。それをもとに計算した

結果、両方の市で8.66％ということで、那須塩原

市負担が1,033万円の負担になっております。 

  現在、考えている年間発生の電力量予定が、29

万5,000㎾ぐらいを予定しているものです。 

  以上です。 

○松田委員長 齋藤副委員長。 

○齋藤副委員長 先ほどの負担率で、大田原市は幾

つの配分なんですか。 

○松田委員長 農林整備課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 那須塩原市と大田原市で

合わせて8.66％で、那須塩原市が7.381％で、大

田原市が1.285％になります。そのほかに……、

ちょっと説明不足で申しわけございません。地元

負担金ということで那須野ヶ原土地改良区連合で

も残りの部分を負担するということになっており

ます。 

○齋藤副委員長 それの金額は。 

○村木農林整備課長補佐 金額は……、ちょっとそ

こまでは申しわけございません。積算していませ

ん。 

○松田委員長 齋藤副委員長。 

○齋藤副委員長 わかりました。 

  じゃもう１点なんですが、101ページの今度新

しく林道管理の中で、新規として林道清掃とある

んですが、これは具体的に場所とかを予定してい

るところはあるんでしょうか。 

○松田委員長 林務係長。 

○伊藤林務係長 今回新規で林道を清掃する場所は

林道木の俣巻川線といいまして、今年度まで改良

工事を行っていた林道になります。 

  以上です。 

○松田委員長 齋藤副委員長。 

○齋藤副委員長 今回整備していたところですよね。

そこがまた整備が終わって清掃という形なんでし

ょうか。 

○松田委員長 林務係長。 

○伊藤林務係長 工事をやっていた部分というのは、

部分的な法面の補修工事、改良工事を行っていた

路線でありまして、全体の延長約7.1㎞の部分の

清掃といいましても、草刈り、路肩の土砂撤去、

このような形の清掃を予定しております。 

  以上です。 

○松田委員長 そのほかにございませんでしょうか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 97ページの農村基盤施設整備事業の関

係なんですけれども、これは新規の関係なんです

が、内容を教えていただきたい。農業用施設の測

量と設計と物件補償等というふうになっているん

ですが……。 

○松田委員長 農林整備課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 井口地区の農道整備工事、

その測量と設計業務委託費になっております。も
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う一つが湯宮地区農道、これは30年度の補正予算

で減額させてもらったんですが、30年度に補助金

の申請が、ちょっとうまくいっていなかったもの

ですから、31年分新規でまた上げさせていただく

ということになっております。２路線の農道整備

です。 

○眞壁委員 湯宮地区の場所はどの辺。 

○村木農林整備課長補佐 場所は難しい所なんです

が、俗に言うのは、地元の人だと前湯宮と後ろ湯

宮というのがあるんですけれども、前湯宮がクリ

ーンセンターに近いほうですね。後ろ湯宮が山の

ほうに近い。 

○眞壁委員 その中間に走っていると。わかりまし

た。 

  それと、地籍調査だっけ。10年計画で今やって

いるという状況だと思うんですけれども、全体計

画で今どのぐらいまで進んでいますか。 

○松田委員長 係長。 

○人見地籍調査係長 地籍調査事業なんですけれど

も、ご存じのとおり、旧西那須野町地区、旧塩原

町地区、そして旧黒磯市地区の３地区で、おのお

の地籍調査事業というのはスタートしているんで

すけれども、現在西那須野地区については全域終

了している。また、塩原地区に関しては箒根地区

を事業完了として休止状態ということになってお

りまして、今積極的に動いているところは黒磯地

区になります。全体的には、本市全体というとこ

ろでは57.5％という進捗率で進んでおりまして、

先ほど申しました管内地区で考えますと、旧西那

須野町地区は100％、旧塩原町地区は76.2％、ま

た旧黒磯市地区はおおむね40％程度の進捗という

ふうになっております。先ほどお話しいただいた

ように、６次計画中というところでして、31年度、

来年度をもって、第６次の10カ年計画というとこ

ろが一旦終了を見まして、32年度以降は第７次の

10カ年計画という形で進んでいく予定になってお

ります。 

  以上です。 

○松田委員長 よろしいですか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 そうすると、これ100％まではすると

いうことになると、予算とか、あと何年後にここ

はというのは、ある程度わかるかな。 

○松田委員長 係長。 

○人見地籍調査係長 まず、地籍調査事業なんです

けれども、基本的に地籍調査を進めるに当たって

は、国からの補助を得て事業を進めている状況で

あります。補助事業を受けるに当たって、補助の

割合としましてはおおむね半分、50％を国が、

25％を県が、残りの25％を市町村が持つという形

でなっているんですけれども、また、市町村分に

関しては特別交付税という形で予算措置を別途受

けられるというところで、実質的には、おおむね

５％程度の事業費で進めていけるということにな

っております。 

  ただし、地籍調査事業なんですけれども、こち

ら全体の地籍調査を進める面積というのは国の中

で決定されておりまして、それの割合によって、

各県の実施面積、さらには県の中で各市町村の進

められる面積ということが決定されております。

そのために、事業を進めるという点で言いますと、

完全に市独自で事業を拡大するという場合には、

単費を用いて行わなければならないという状況が、

一方ではあります。そういった中では、全体的な

割合をもとに進めていくに当たっては、今現在行

っている、１年相当でいうと、大体１平方キロメ

ートル前後というところでの進捗で進んでいかざ

るを得ないという状況なので、今現在進めている

ところから考えますと、地籍調査事業自体が、市

の面積が592.82平方キロに対して、地籍調査を対
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象とする面積というのが327.68平方メートルとい

うところで、その残り分の、実際今事業完了して

いるところが188.41平方キロというところで、先

ほど申しました事業について、進捗率として

57.5％なので、残りを完全に１平方キロメートル

程度で考えていくと、単純に割り返すと100年前

後かかるというような見越しにはなってまいりま

す。 

  ただ、そういう中でも今回７次計画、先ほど申

し上げましたけれども、新規の７次計画に関して

は、黒磯駅を中心とした、那須塩原駅の東口側の

大原間地区というところも地籍調査の対象という

ふうに考えておりまして、まだ市の合意形成は取

れてはいませんけれども、そういった中で市街地

を中心に進めていく方向なんですが、より優先度

の高いところを中心に進めていこうと思っており

ます。 

  以上です。 

○松田委員長 よろしいですか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 すみません、96ページの多面的機能支

払交付金事業の予算を含んだ事業数についてお伺

いします。 

○松田委員長 課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 農地維持支払のほうで42

組織。資源向上支払共同作業については34組織。

資源向上支払、先ほど申し上げた長寿命化が11組

織ということで、市が25％、国、県が75％で算出

しております。 

  以上です。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 多分去年は110ぐらいの組織にお金を

出したと思うのですけれども、今年度は、今全部

足しても85ぐらいしかないので、減少したという

認識でよろしいのですかね。 

○松田委員長 課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 先ほどの説明したとおり、

５カ年計画で30年度までが今年度一区切りで、31

年度からまた５カ年計画を挙げるものですから、

そのまま継続するという団体がいなかったもので

すから。もうやめるという組織がいると思うので

すが、その部分減額というふうになっている。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 続きまして、101ページなんですけれ

ども、今本市が抱えている有害鳥獣の被害は、昨

年に比べて増加しているのか、減少しているのか、

まずその辺をお聞きします。 

○松田委員長 係長。 

○伊藤林務係長 被害の増加又は減少というお話な

んですけれども、被害額という形で年度当初に前

年度の被害額のほうを調査させていただいており

まして、その被害額によりますと、今年度の被害

額は昨年度よりもふえているという調査結果にな

っております。調査の主体の制度が曖昧なところ

もありますけれども、ふえていると、現状的にあ

るというふうに思っております。 

  以上です。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 ということは、通常ですとこういった

予算を組むに当たっては、被害額を想定した上で

予算を組み立てるとは思うのですが、今年度は多

少なりとも減額になっているんですけれども、減

額はさておいて、例えば去年は熊が多かったよと

か、何々が多かったよと精査すると思うのですが、

そういったものを勘案しながら、翌年に予算でま

た有害鳥獣の対策に取りかかるのか、大枠経常的

な部分で、そのままの形で、こういった予算はつ

くっていくのか、どちらなのでしょうか。 

○松田委員長 係長。 

○伊藤林務係長 基本的な考え方は、委員がおっし
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ゃるとおり前年度、それからいろいろな対策を考

えていきながら組んでいくというのが前提になっ

ていくと思いますが、大枠、総枠と言いますか、

その中で動いていかなければならない。あとは、

やりくりをしながら対応していきたいというふう

に思って組んでおります。 

  以上です。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 有害鳥獣に関しての被害は、例年減少

しているというよりも、意外と市政懇談会とかい

ろいろなところへ行くと、要望が非常に多いんで

すよね。そうすると、予算の組み方をある程度、

例えば、有害鳥獣の取り組みどうなっているんだ

というときに、予算の中で増額して、ことしは熊

に対処するとか、そういう何かがあると思うんで

すよ。そういった組み方での説明ができれば、僕

らも聞かれたときに、市としてはこういった取り

組みをしていますよと言えるんですけれども、こ

のままだと、その場その場で出た有害鳥獣の対策

には、その場では前向きに考えますよ、検討しま

すと言ったとしても、結局は、何だよ毎年一緒じ

ゃないのというような感じだと、どこでもって終

わりなのか、どこでもって解決をするのかという

手法が見えてこないという部分で、そこの予算を

決めることは別にいいんですけれども、その組み

方の部分で、もう少し工夫があってもいいんじゃ

ないかという気がするのですが、そういった話は

経常的な部分を積み重ねて進めることによって、

そういった特徴のある取り組みはしないという認

識なのか、多少なりとは考えているのか、どちら

なのですか。 

○松田委員長 係長。 

○伊藤林務係長 委員がおっしゃるとおりの形にな

ってくると思います。基本的につくった経常経費

に係る部分もありながら、その残った中で、今年

度はこれに特化してやろうとかという形で考えて

は、予算を組んだりするところもあるのですが、

なかなか難しいところもございまして、例年同じ

ような形に倣ってきてしまっている。この限られ

た予算の中でうまく巡視をしたり、防除していた

だくための防除柵等のアピールをして、捕獲はな

かなか難しいものですから自衛をしていただくと

か、そのような形でやっていただいているという

のが現状でございます。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 今後は、例えば統計をきっちり取って

いるわけですから、よく猟友会の話とか、猿は撃

ちづらいよとか、いろいろなこと聞いていると思

うんですよ。けれども、毎年出てくるような、か

ぶっている部分があるので、せめてこういった予

算にもめり張りをつけて組んでいただけるような

努力はしていただきたいと思うので、よろしくお

願いします。 

○松田委員長 部長。 

○小出産業観光部長 今の質問に関して説明させて

いただきますと、担当部署としては、最近猿の被

害がふえている中で、猿の駆除の予算を増額して

要望したりとか、いろいろ工夫して予算要求を組

んでいるのですが、最終的には現年度並みという

ところで今査定を受けているというところでござ

いまして、この辺については今後も様子を見なが

ら、さまざまな工夫をしながら、足りないところ

についてはまた補正なり何なりで対応してまいり

たいというふうには考えております。 

○松田委員長 よろしいですか。 

  ほか、よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  農林整備課の所管の審査事項は以上となります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 （市民に安心を与える有害鳥獣対策に

ついて要望。） 

○松田委員長 ほか、ございますでしょうか。 

  執行部から何かございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、以上

で農林整備課の審査を終了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで、執行部入れかえのため、暫時休憩いた

します。 

 

休憩 午後 １時４０分 

 

再開 午後 １時４２分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎商工観光課の審査 

○松田委員長 ただいまから、商工観光課の審査に

入ります。 

  担当課の皆様、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第20号 那須塩原市

中小企業・小規模企業の振興に関する条例の制定

についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○渡辺商工観光課長 （議案第20号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 条例の制定に関しての経緯は一般質問

でもして、ほぼほぼ理解をしたところなのですが、

栃木県内の順番からしてみては、余り早い方では

ないのですよね。やっとこういった部分に気がつ

いて出したのか、それとも時代背景を勘案して出

したのか、それともそのほかの理由で、こういう

経緯に至ったのか。その辺の説明をお願いします。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 大きく申しますと、委員おっ

しゃる２番のところでございまして、以前から商

工会とは、この条例につきまして協議をしてまい

りましたが、どの時点で出せばいいかというとこ
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ろを協議をしていまして、特にちょうど今事業承

継問題とかが上がったところなので、このタイミ

ングかなというところで30年度に準備をして、31

年度からということでございます。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 商工会に加入しているところ、このお

店数は、大体両方合わせて2,000何がしだとは思

うのですが、市内全ての中小企業、零細企業に、

こういったものをきっちり周知していく、広報、

まあ条例制定された後なのですけれども、そうい

った周知の仕方に関しての考えがあるか。よい形

で周知はしてもらいたいのですが、どういった方

向を考えているか、少しお聞きします。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 まず、商工会の会員について

は、会報とか送れるんですけれども、入っていな

い方につきましては、全般的に広く知らせるため

に、広報とかホームページとかを利用しながら知

らせていきたいなと考えております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 それでは全てに周知が行き届かないよ

うな気がするんですが、市としては、僕たちは

100％伝えてもらいたいという気持ちがあるので

すが、もちろんそちらも100％伝えたいという気

持ちはあると思うのですけれども、果たしてその

ぐらいの気持ちで100％、せっかくつくった条例

なのに、伝わると思いますか、市民の皆さんに。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 今申し上げたような広報とか、

ホームページの媒体については一例でございまし

て、確かに市内の5,000何がしの事業所があるん

ですけれども、郵便とかも、多分データとかもな

いし送れないものですから、広報とか媒体以外に、

例えばイベントとかいろいろな場所、公民館とか

に置いて、なるべく多くの方に伝わればなと思い

ます。 

○松田委員長 よろしいですか。 

  齋藤委員長。 

○齋藤副委員長 この制定について、第１条から第

13条まであるんですけれども、大体理解をすると

ころなんですけれども、１点、第９条の教育機関

の役割という部分で、教育機関は教員及び職員に

対する意識の啓発並びに中小企業・小規模企業の

振興に協力するよう努めるものとするというふう

に記載されて、組み立ててあるのですが、これの

意味合いというのは、よく自分理解できないので

すが、この辺、ちょっとご説明を。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 教育委員会の役割としまして

は、大きく２つございまして、１つはなるべく小

学校、中学校とか、高校もですけれども、授業の

中で企業、企業の役割とか、この辺を学習の中で

取り上げてほしいということが１つと、あとは現

在も実施していますけれども、中学校とか高校で

す。職場体験とかを行っている部分はありますの

で、この辺を通じまして、勤労に対する意識づけ

をしてほしいというところでございます。 

〔「了解しました」と言う人あり〕 

○松田委員長 ほか。 

  中里委員。 

○中里委員 説明ありがとうございます。１点だけ

教えてください。 

  この仕組みと条例の制定に関して、商工会との

連携という部分が大きな要素かなというふうには

思うのですが、この事業者とのかかわり方という

部分の考え方を聞きたいのですけれども。 

  いろいろこのような必要な施策を講ずるものと

するというところの中で、このような施策をして

いくという考え方はあるのですけれども、この施

策というのは、商工会にそういった施策を丸投げ
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するやり方なのか、あるいは、市が積極的に施策

を講じて、それを商工会と検討しながら講じてい

くやり方なのかという、どちらかなのかを聞きた

いと思います。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 実際に、その連携の部分とか

につきましては、市が一方的に行うものではなく

て、何か施策を行うにしても、実際に行っている

ものが多いんですけれども、商工会と連携を図る

ことをまず第一に考えていまして、実際に補助金

で出したものもあるし、そういうお金以外でもか

かってくるものもありますが、商工会独自に、こ

の商工会が小規模企業に対して経営発達支援計画

というものをつくっていまして、１年ごとに中身

を精査して、その精査の段階で市とか関係機関も

入って中身を確認していると。そこまで連携図り

ながら進めています。 

○松田委員長 いいですか。 

  そのほか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 この条例を制定するために、商工振興

協議会との話し合いなんかもしていますよね。そ

れに出ている意見とか、そういうものがあったら

聞かせていただきたいです。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 商工振興協議会で、条例の全

体的なものについては、ご指摘とかご意見はなか

ったのですけれども、部分的に、やはり金融機関

の担当から、その辺の支援部分とか、あとは企業

をサポートしている方から、もう少し施策の内容

を見直したほうがいいのではないかという部分が

ありましたので、その辺は今後も中で見直すとい

うことで、ご了解いただきました。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 パブリックコメントを実施していると

思うんですけれども、これで意見か何かはあるの

ですか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 パブコメは11月も12月も行っ

たのですが、意見は１件だけございまして、やは

り周知をしっかりしないと、一部の人しか使わな

いなんていうものもありましたので、それをよく

周知してほしいという要望がありました。 

○眞壁委員 要望はしっかり聞いていただきたいと

思います。 

  あと、第４条の４というところで、今市で発注

とか物品、そういうものの調達をするということ

なのですけれども、現状はどのようにやっていて、

今回どういう形にするんだというの、ちょっと教

えていただきたいんですけれども。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 ４条の第４項でよろしいです

か。 

  市が実際の物品等を調達する場合の方法ですけ

れども、金額にもよりますけれども、なるべく市

内の業者、もちろん全然市の業者でつくっていな

い部分は抜きにしまして、扱っている部分につい

ては、市内の業者を選定して、数社から見積もり

等を頂戴しまして、入札をして選定しているとい

う状況で、なるべく市内を利用するかに努めてい

ます。 

○眞壁委員 これをわざわざここへ入れてあるとい

うことで、当然進めているということだと思うん

ですけれども、ちょっと変更するとかそういうと

きはあるのかどうか、ちょっと現状。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 この条例につきましても、随

時状況を見ながら中身を変えている部分もありま

すが、この市内業者に対する発注とか、そういう

ところについては今のところは変更する予定はな
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いものですから、今後もしっかりやっていきたい

と思っています。 

○眞壁委員 現状と変わらないということね。一応

ここいれたということで。 

○松田委員長 よろしいでしょうか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 最後の第11条の関係で、先ほど５と７

に関してはちょっと具体的な話が出たのですけれ

ども、ほかの関係で、具体的な内容があれば。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 順番に申し上げてよろしいで

しょうか。 

  第１号創業促進部分です。創業支援事業という

ところで、実際今商工会に対しまして、創業支援

に対する補助メニューとかを行っております。 

  第２号の経営の改善という部分では、商工団体、

各商工会等に運営補助を出したり、商店街の振興

に対する支援を行っている部分ですね。 

  あとは、３号の販路開拓の部分では、特にこれ

はイベントです。お祭りとイベントに対して支援

している。 

  あとは、第４号の事業活動の人材育成という部

分では、実際は商工振興事業というのがあるんで

すけれども、労働対策のほうで雇用対策を受けて

いるものもありますが、それに基づく事業となっ

ていると。５号は先ほど申したとおり、新たに事

業承継の部分を追加すると。 

  ６号については、資金の部分ですので、中小企

業の融資に対する支援を行っています。 

  ７号は先ほど申し上げたとおり、産業財産権の

ほうが新しく追加されるというところです。 

  第８号については、地域資源を活用した事業活

動というところでございまして、この部分につき

ましては、今のところ農官商工連携とかその辺の

部分で推進しているという部分でございます。 

  第９号の災害が発生した場合というところにご

ざいましては、今直接はないのですが、平成23年

度、東日本大震災の緊急支援の資金の融資を行っ

ておりました。 

  最後、その他の部分におきましては、国との制

度に基づきまして随時実施しておりますが、30年

度につきましては、導入促進基本計画を入れまし

て、固定資産税のほうで、減免のほうを行ってい

るところでございます。 

  雑駁ですが、以上でございます。 

○松田委員長 よろしいですか。 

  そのほか、ございますでしょうか。 

  星野委員。 

○星野委員 すみません。この条例の23ページをち

ょっと教えてください。 

  ３条の⑶ですが、市中小企業社、小規模企業社、

関係機関及び市民とありますね。この場合、市民、

この市民はどういうふうに連携していくのか教え

てください。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 市民につきましては、24ペー

ジの第10条に、市民の協力という部分があるので

すが、これは要するに市全体、市を挙げて中小企

業を支援していこうというところで、市民の協力

もいろいろな部分を通じて人に見せようと。これ

で連携を図っていきましょうと、それを書いてご

ざいます。 

○松田委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんでしょうか。 

〔「委員長、議員間討議をお願いします」

と言う人あり〕 

○松田委員長 議員間討議の申し出がありましたの

で、ここで暫時休憩といたします。 

  執行部の退席を求めます。 

  なお、再開前に再度入室いただきますので、退
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室となっております。第３委員会室で待機をお願

いいたします。 

 

休憩 午後 ２時０１分 

 

再開 午後 ２時１７分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を開きます。 

  質疑の最中なので、もし質疑等があれば。 

  今、ちょっと議員間討議をいたしまして、いろ

いろ委員の皆様から話がありましたので、それに

ついて委員のほうから質疑等ちょっとお話をした

いということなんで、各委員から、各委員という

か、話をする方がおります。それに対しての回答

をお願いいたしたい。 

  じゃ、眞壁委員。 

○眞壁委員 条例制定の趣旨は非常によくわかりま

した。ただ、この条例の中で、那須塩原市として

のオリジナリティー、そういうのがほとんど見え

ない、まず。 

  あと、先ほど私が具体的にどういう話というと

ころを聞いたときに、何か今までやっていたやつ

の説明しかなかったんで、本当にこの条例をつく

って、この中小企業、小規模企業、これ支援して

いるんだというスタイルがちょっと見えなかった

んですけれども、ちょっとその辺しっかりもう一

度説明いただければ。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 今お話いただきました特に11

条の部分かと思いますが、市が行っていく施策で

すね。これまでも商工会と関係機関とこの条例に

ついてどのようにつくっていくかというのを議論

した中で、現在市が行っているもの商工会が行っ

ているものがあるんですけれども、なかなかその

新しいものが今ない中で、今回30年度に、来年度

からだと思っているところで、５号の事業承継の

部分とか、財産権取得補助金というところも新し

く追加した、そこの部分、那須塩原市独自のとい

うふうには捉えているんですけれども、それ以外

につきましては、今やっている部分が多いんです

けれども、例えばやっている部分の中でも、制度

融資の利率を来年度はちょっと引き下げて、もう

ちょっと中小企業、小規模企業の借りやすいよう

に支援を図っていこうとか、そういう細かい部分

がございます。あとは、ここにうたっていない部

分があるんですけれども、例えば創業している中

で、今度新たに、ちょっと何年先になるかわから

ないんですけれども、例えば空き家とか空き店舗

を借りてお店をやっている場合にその補助金を考

えるとか、そういうものを今後の検討としている

ところで、現在は決まっていませんが、今後の中

で考えていこうというところで条例を制定してい

ます。 

○松田委員長 部長。 

○小出産業観光部長 オリジナリティーとか、その

辺、後からつくるんであれば、それなりにオリジ

ナリティーとか独自性とかというのは必要だとい

うところのご意見はもっともだというふうに思い

ます。そうした中で、条例本文そのものについて

は、ある程度他市町に倣った形での条文という形

になっていますけれども、具体的には、新たな施

策、要は、じゃ条例つくって終わりじゃなくて、

この条例に今後いかに実効性を持たせていくかと

いうところを今後の課題かなというふうに捉えて

おりまして、まずは課長のほうから申し上げまし

た事業承継資金の新設、こちらを今回設けさせて

いただきましたし、財産権取得補助金の新設と新

たな融資、それから補助事業、こちらをこの条例

に合わせて創設させていただいたと。今後どんな
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事業があるかという中は商工会と連携しながら、

この条例のもとにどのような支援策を設けていく

のが、この条例の当初の目的を達成していくため

にはどのようなことがいいのかというところにつ

いては、今後も引き続き検討させていただきたい

というところで、これはあくまで出発ですので、

この条例で何かが終わるということじゃなくて、

これをきっかけとしてどんな事業をこれから組み

立てていくかというスタンスですね、この条例は

考えていただければというふうに考えております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 ということは、この条例を例えば制定

することによって今後の先、10年、20年、30年先

の那須塩原の商工行政というか、中小企業を支援

する意味での計画並びにそういった取り組みがし

やすい、そのためにこの条例をつくるというとい

う認識でよろしいんでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 そうですね、今まで一切事務

をうちがやっていましたけれども、そういう指針

みたいなのがなかったもんですから、それの方向

性を示すもの、第一発目として今考えています。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

  よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 それでは、この条例の制定に賛成の意

味で討論をさせていただきます。 

  今回のこの条例に関しては、先ほど説明があっ

たように、今後、中小零細企業の政策を進める上

で、非常に有効な条例と判断をいたしました。し

かし、今の経済状況を考えますと、非常に厳しい

のは重々承知だと思いますが、今後はこういった

施策には那須塩原市のオリジナリティーをもっと

含むとともに、そして、地元商工会と緊密な情報

交換並びに取り組みに関しては、もっと積極的に

中小企業並びに現場のことを勘案しながら積極的

に進めていただきたいという思いを込めて、この

条例制定に賛成をいたします。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 私はじゃ反対の立場で討論させていた

だきます。 

  先ほども言ったんですけれども、やはり今非常

に厳しい、中小。その中で、この条例が本当に生

きてくるのかというと、ちょっと私は甚だ非常に

疑問があります。つくった時期につきましてもほ

かの市町村の一番遅い形の中で、内容もほとんど

変わらないというようなことかなと、私はほかは

ちょっと見ていないんですけれども、そういう面

で先ほど本当に那須塩原市のオリジナリティーが

ないということで、もう少しちょっと検討して、

私は再度提案していただければなという思いがあ

りまして、この条例にはちょっと反対したいと思

います。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

  齋藤副委員長。 

○齋藤副委員長 私は、この条例に対して賛成の立

場で討論をさせていただきたいと思います。 

  先ほど、特にこの11条に関しての施策に関して

は、今までもやってきた中で、この条例を制定し

たことによってこれから新たに実効性を持たせな

がら、方向性を模索して進めていくというたたき

台だということでありますので、この条例に関し
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ましては、先ほど若干の意見が出ていますけれど

も、オリジナリティーのものを今後含めた中のた

たき台ということで、賛成の立場で討論いたしま

す。 

○松田委員長 そのほかございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、討論

を終結したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、これより採決いたします。 

  ただいま反対討論がございましたので、挙手に

より採決をいたします。 

  議案第20号 那須塩原市中小企業・小規模企業

の振興に関する条例の制定についてを原案のとお

り可決すべきものとすることに賛成する委員の挙

手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○松田委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、議案第20号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それではここで、建設経済常任委員

会を予算常任委員会（第三分科会）に切りかえま

す。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部から予算の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○渡辺商工観光課長 （議案第10号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中里委員。 

○中里委員 説明ありがとうございました。何点か

伺わせてください。 

  まず、歳入の部分で６ページの商工施設使用料、

まちなか交流センターの使用料、新規の部分なん

ですけれども、わかればでいいですけれども、内

訳を教えていただけますか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 今、見込みなんですけれども、

実際にこの大きくかかってくるのは、フードコー

ト、あと２店ですね、２社入ることになっていま

すが、そちらの使用料というところで、２社ある

んですけれども、もともとは一般用というところ

が４万円なんですね、月。それで、今、31年度は

まだプレオープンなんで減免して、それを半額、

月２万円になります。あとは、チャレンジショッ

プというところが通常３万円ですが、やはり半額

で１万5,000円、合計、月３万5,000円。それが７

月オープンなので、９カ月。予算上は10カ月分の

35万円がこの中に入っています。 

○中里委員 わかりました。 

○渡辺商工観光課長 あとは、それに伴って、フー

ドコートの光熱水費、こちらに伴う料金がこれは

２店合計で月３万円見込んでいまして、10カ月で

30万円と。合計65万円でして、その他は、実際に

今度は貸し館で使う方で、営利目的、非営利の方

はかからないようにしているんですよね。営利で

使う方については、料金を１時間500円とか設定

しているので、その辺で１万5,000円ぐらいちょ

っと見込んで、合計65万5,000円というところで

ございます。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 わかりました。 

  じゃ、続きまして、26ページの21款１項５目商
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工債というのなんですけれども、まちなか交流セ

ンター管理運営事業に充てる80万円の起債を起こ

しているんですけれども、これの起債に充てるも

のに関してなんですが、先ほどお話しいただいた

管理運営事業費の駐車場整備の請負費に充てると

いう考え方でよろしいですか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 駐車場が80万円なので、その

分がこの起債で予定しているところでござます。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 ということは、31年度、単年度の起債

という考え方で間違いないですね。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 はい、そのとおりです。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 わかりました。 

  じゃ続きまして、次に移りまして、今度歳出の

ほうです。98ページの板室健康のゆグリーングリ

ーンの管理運営費の新規運営委員会委員、どうい

う組織かという部分に関しては説明を受けて、理

解したところでございますが、こういう委員会を

組織した経緯を教えていただきたいと思います。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 やはり、今まで観光振興を行

っている中で、その観光の目安による計画がなか

ったところで、実際いろんな事業を進めてきたん

ですけれども、今度やはり観光マスタープランつ

くっていこうというところで、その決めていくた

めにはやはりいろんな団体、産業団体とか、交通

団体とか、いろいろな方の中の意見を聞きながら、

市の観光の指針をつくっていこうというところで

考えているところでございます。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 わかりました。 

  続きまして、103ページの商工振興費、新規の

中小企業産業財産取得権100万円についてなんで

すけれども、こういった財産取得権の補助制度を

創設した経緯とか趣旨というものをもうちょっと

詳しく教えていただきたいと思います。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 実際にこの産業財産権取得に

ついては中小企業が申請すると思うんですけれど

も、これまで特に県のほうが窓口になってきた部

分がある中で、県のほうから那須塩原市の企業さ

んもそう考えている企業が数社ありますよとか、

あとは近隣の市町、大田原市とかでも実際こうい

う制度を設けて中小企業の振興を図っているとい

うところがありましたので、那須塩原市のほうで

もそのような中小企業を支援するためにつくりま

した。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 わかりました。 

  何社ぐらいを目標に考えていますか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 一応、この制度につきまして

は、産業財産権のところで特許、商標、実用新案

とあるんですけれども、それで限度額があるんで

すね。特許が20万円で、そのほか10万円です。特

許が２件で40万、その他が全部で６件、合計６件

で60万でこの100万円にしています。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 わかりました。 

  周知はどのように行いますか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 全体的には広報等で行います

が、あとは、やはり中小企業等なので、商工会を

通してとか考えています。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 わかりました。 

  じゃ、最後にもう一点、108ページの観光局支
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援事業費補助金です。昨年度と比較すると1,160

万円ほど増額しているんですけれども、増額した

理由を伺います。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 その昨年度のものを、一昨年

までは観光局支援事業費と観光誘客促進事業です

かね、この２つを１つの事業費というか、補助金

にして、観光局に交付をしていました。30年度か

ら新たに２つに分けたんですけれども、その中で

その人件費に係る分と実際の事業費に係る分です

ね、振り分けがちょっとうまくいっていないとい

うか、配分がうまくなくて、実際この観光局支援

事業の中には事務費が入っていたり、その辺の配

分の関係で31年度はふえてしまっている形になっ

ています。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 ２つに分けていた項目を１つにまとめ

たという考え方なんですか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 １つになっていたのを２つに

分けたということですね。 

〔「そうですね」と言う人あり〕 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 運営の補助の中身というのは、ほぼ人

件費とかという考え方ですか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 そうですね。観光支援事業費

の中の4,750万とありますが、ほぼ８割、９割方、

人件費になります。 

○中里委員 わかりました。以上です。 

○松田委員長 ほかにございませんか。 

  齋藤副委員長。 

○齋藤副委員長 それでは、ページ103ページで、

今回、下の部分で、市内共通の商品券の発行とい

うことで、５億円で計上しています。商工会中心

の事業になるわけでありますけれども、今回すご

い使い勝手がいいというか、大体六、七割、８割

ぐらいが多分近日中に発行から許可していくんだ

ろうというふうに思うんですが、通年型というこ

とで非常に使い勝手はいいと思うんですけれども、

１つ疑問に思うのは今、那須塩原市の定住あるい

は企業というか、商店やっていますけれども、そ

ういうところで新たに商店を経営する者あるいは

商品券で通年ですので、こんなこと言い方はちょ

っと失礼なんですけれども、商店がやめてしまっ

た、そういう通知のお知らせというか、そういう

ところはどういうふうに考えているんでしょうか。

そういうことは発生すると思うんですよ。 

  商品券で対象であった施設、お店がやめてしま

う、また新たに出店するというか、そういう部分

も通年ですとあると思うんですが。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 来年度から考えている部分に

つきましては、商工会のほうで中心に考えている

んですけれども、まずは新たに商品券を発行する

ためのこれから参画事業者を募るところでござい

ます。募集が終わって発行する前には多分一覧表

等でお知らせすると思うんですけれども、あとは

随時というか、年に１回だかわからないんですけ

れども、お店のほう抽出を行いまして、新規とか、

あとはやめたとか周知を行っていこうと思います。 

○松田委員長 齋藤副委員長。 

○齋藤副委員長 そういう処置は講じていくという

ことで理解をいたしました。 

  次に、107ページの先ほど東日本の連携センタ

ーさいたま市連携事業ということで組まれており

ます。25万1,000円ですけれども、契約も入って

いますけれども、該当する駅というのはどのぐら

いあって、配分的にはどのような配分でこの金額

が出てくるのか、お知らせを願いたい。 
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○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 まず、駅ですけれども、東北

新幹線とあと北陸新幹線、北海道新幹線というと

ころで、北海道からあとは沿岸というか、こちら

だと富山、石川県ですかね、含まれているのです

けれども、全部で27の市町が参加しております。 

  事業、賃借料25万1,000円のうち、連携事業に

は約16万円ほど入る、見込んでいますが、これに

ついては配分というよりは、この施設を借りるた

めに階数とかによって基本金額が決まってくるの

で、それは各市町で使う階数とかで変わってきま

す。 

○齋藤副委員長 そういうことね、わかりました。

了解です。 

○松田委員長 ほかございませんでしょうか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 商品券の関係なんですけれども、そこ

の事務経費が去年は300万ということで、今回

1,000万円ということですけれども、内容だけ。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 これまでの300万円というの

は、主に商品券の印刷代の経費でした。今回新た

に1,000万とありますが、実際かかるのは約2,000

万円超えるという話なんですけれども、一番大き

いのはシステム、今度通年型でずっと継続して販

売していくので、それの券の管理ですね。那須塩

原商工会と西那須野商工会というところで販売し

ていく中での何枚残っているとか、その辺の管理

の中のシステム料に約880万というところで見積

もりはとりました。あとは商品券の印刷ですね。

こちらも多目にこちら通年で使っていくので、多

目に発行するので670万ぐらい見込んでおりまし

て、その他事務的、ポスターとか、チラシとか、

あとは備品関係でそれが1,000万超えるぐらいで、

それに対して補助が1,000万というところでござ

います。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 そうすると、システムの導入に2,000

万。 

〔「800万」と言う人あり〕 

○眞壁委員 今回の補助が、実際は1,000万。 

〔「実際にいろいろなものを足して、シス

テムとか印刷とか、費用を含めて2,000

万、トータルでそのうち1,000万円」

「それを商工会のほうで出すということ

なんですね」「残りは」と言う人あり〕 

○松田委員長 よろしいですか。 

○眞壁委員 はい。 

○松田委員長 星野委員。 

○星野委員 すみません。通年の商品券なんですけ

れども、一応うちのほうで当然補助を出している

んで、発行するに当たって、うちのほうでこうい

うふうな条件でお願いしますということは言って

いますか。それとも一切商工会のほうに運営、そ

れから企画、内容全部任せてお願いしているのか、

どうなのか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 発行に当たって、昨年秋ぐら

いから定期的に商工会と検討委員会を行っていま

す。毎月１回ぐらい、まだ継続しているんですけ

れども、今後発行に当たってどのような形にする

かとか、そこら辺を少しずつ決めながら進めてい

きます。 

○松田委員長 星野委員。 

○星野委員 これ１つのあれなんですけれども、例

えば商品券、こういってはなんですけれども、例

えば大手のスーパーさんに集まって、地元の商店

とかということで、１つの例はやはり商品券を出

したある市町村の中では仮に１万円の商品券の中

で2,000円だけはこれは地元の商店しか使えない
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よというようなことであとは8,000円はそれは自

由に使える、市内のあれであれば自由に使えると

いうような少し地元のほうの方にも優先的なそう

いったものもあったらいいのかなというのもちょ

っと思ったものですから、一応商工会のほうに全

て、検討はしますけれども、ある程度は商工会の

ほうへお願いをしているということですね。 

〔「間に入って一緒にやっている」と言う

人あり〕 

○星野委員 ちょっと検討もするということですね。 

○渡辺商工観光課長 はい。 

○松田委員長 星野委員。 

○星野委員 すみません。あと１点なんですが、チ

ャレンジショップなんですけれども、チャレンジ

ショップは一応大体毎年何件ぐらい応募があって

実際に挑戦されているお店の方は何件ぐらいある

んですか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 実際あったのは29年が５件、

30年度は今のところ３件です。 

  以上でございます。 

○松田委員長 星野委員。 

○星野委員 この予算１件当たり補助というのは幾

らぐらいですか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 家賃補助がございまして、12

カ月分出すんですけれども、上限を５万円と設け

て家賃に対して２分の１、家賃が10万円なら５万

円、それを12カ月です。 

○松田委員長 星野委員。 

○星野委員 年々どっちかというと減っている。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 そうでもなくて、ちょっと前

後していまして５件前後推移しているような感じ

なんです。 

○松田委員長 よろしいですか。 

○星野委員 わかりました。 

○松田委員長 そのほかございませんでしょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 98ページの新規でグリーングリーンの

運営委員会のメンバー、どのような人が入ってこ

の審議をしていくのか、お願いします。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 まだ確定はしていないんです

が、まさに市ももちろん入りまして、学識経験者

も入れまして、もちろん地元関係団体ですね。産

業、観光の関連の方たちの中から選ぼうと思って

います。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 グリーングリーンの今後の運営に関し

ては非常に大事なことだと思うんですけれども、

地元の人はそんな数人もいないと思うし、ご存じ

のとおり、かといってよそから学識経験者どうの

こうのとしても、さほどびっくりするような意見

が出るわけでもないし、今までの経緯を考えると、

やはりせっかくいつもこういう出し方なんですよ

ね。人員だけ人数だけ決まっていて、内容が入っ

ていない。場合によっては、施設をつくっても魂

が入っていないのと一緒で、こういうものに関し

ては人数、何で奇数にしたかというと、多数決で

決めるようなそういう案件ではない、17名とか何

とかと言っていましたけれども、基本的にここの

将来を決めるに当たって、人数ありきじゃなくて、

メンバーの構成の部分はしっかり予算を立てる意

味で議論したのか、お伺いします。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 今グリーングリーンの施設全

体の見直しについては、地元の活性化委員会を中

心に話し合っています。その中でその１部ですけ

れども、来年度は今施設の使用も例えば70歳以上
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の市民に上げるよとか、その辺をもっと検討して

いこうというところまで、来年の検討については、

一部の使用料についての論議をしていくと。施設

全体については今後新たな形でいくと考えている

ことになります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 基本的にもう指定管理の観光的な施設

は条例改正で指定料金制にするということは決ま

ったんですよね、決まるんですよね。決まったの

か、今回のもので出ていて恐らくそういうふうに

はなると思うんですけれども、その課長も評判を

聞いていると思うんですよ。まず、受けている指

定管理者の評判、それとそこで商売をしている人

の評判、例えば食事をするにも入館料を払わなく

ちゃ食べられないとか、何かいろいろそういう制

約があるらしいんですけれども、基本的に板室の

中には昔お店があったんですが、あそこに入るこ

とによって今シャッターになっていると。 

  そういったいろいろなことを考えた場合に、今

回マスタープランの策定に向けてグリーングリー

ンの課題については、議論しなくてはならない重

要な案件の１つだと思うんですね。ただ、料金的

な部分で、じゃ17人も必要なんですかという話な

んですよね。料金のどうのこうのというのは。僕

はてっきり先のところを決めるに当たって、そう

いう話でこの人たちが新規で呼ばれたのかなと思

って、そうではないという解釈でよろしいんです

ね。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 まず、グリーングリーンの委

員さんは10人です。17人は観光マスタープランの

ほうのものです。もちろん、それがマスタープラ

ンのほうを今後つくっていく中で、地元の意見を

聞いておりまして、並行してグリーングリーンと

施設のあり方もどうしていこうということも話し

合っているところでございまして、マスタープラ

ンの中にはもちろん施設のあり方なんかも検討し

ていくことにはなっております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 基本的にこの運営委員会委員の仕事の

一番大枠な予算を組んだ、仕事の一番大きなのは、

料金の改定というか、使用の許可、70歳以上が無

料になるとか、65歳が半額になるとかというそう

いうところの見直しを重点的にやる委員という解

釈でよろしいんですかという話です。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 そのとおりでございます。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 じゃ、次に、プレミアム商品券の話に

なるんですが、一般質問もさせていただきました。

恐らく予算立てをして、先ほど眞壁委員が言った

んですが、商品券を出す上で、これだけ事務費が

かかるという算出をした場合の費用対効果は果た

して出るのかなと、非常にこれだけ事務経費がか

かるということは、よほど商工会かもしくはその

実行委員会、もしくは商品券に参加する人たちの

負担を大きくしない限りは、うまいぐあいにいか

ないんじゃないか。それと国が発行する低所得者

に向けての券もあることですし、来年かなり一般

市民、もしくは事業者関連の人たちも悩む、非常

に困惑するんではないかというのがあるんで、商

品券を出すのは結構なんですが、そういったこれ

だけ事務経費がかかることに関して費用対効果と

いう部分は予算を組む上でしっかり検証したのか

お伺いします。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 その辺、実際幾ら発行して、

お店で買い物して、そのお金を換金するときに換

金ですよというのは、お店から出た分ですけれど

も、その辺の率ですね。今までやっていた単年度
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で終わる商品券ですね。それが率と計算した場合

と同じにした場合、あとはそれを若干率を上げて

いった場合と今商工会のほうを中心に試算をして

ございまして、やはりある程度は手数料も見込ま

ないと今後継続してやっていくのにはきついよね

という話になっているところでございます。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 先ほどから出ている880万のシステム

なんですが、金券を扱う上で、例えば880万の運

用の仕方だと思うんですが、通常、西那須野と黒

磯の商工会の参加するお店を入れると、恐らく現

時点でプレミアム商品券が去年までの実績で800

件ぐらいあったと思うんですね。そういったとこ

ろの金券の管理は例えば金庫でするのか、そうい

う漠然と880万するよといっても、こういう形で

880万だという説明はできますか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 券の管理については、金庫も

用意しますが、多分全部は入り切らないと思うん

で、その分については多分別な形で銀行に預ける

とかを考えると思います。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 だから、そういう安易な発想で880万

かかりますよというシミュレーションしているわ

けではないですよね、もちろん。例えば実行委員

会とかそういうところの報告をもらって880万と

いう金額を出していると思うんですけれども、そ

このところをちょっと説明してもらわないと、経

費がかかるんで、そこをちょっと確認したいと思

います。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 実際に販売する場所も、この

辺は分かれているところもありまして、販売して

からお店に買った人が使って換金するまで、その

流れを枚数管理とかしていくというようなシステ

ムになります。 

〔「それでそんなにかかるの」と言う人あ

り〕 

○渡辺商工観光課長 そうです。今実際、西那須野

商工会が西那須野地区だけの商品券を行っている

んですけれども、そこには800万はかかっていな

いんですけれども、それなりの数百万、施設のほ

うに払ったという話は聞いています。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 了解。 

  続きまして、104ページ、アンテナショップな

んですが、カワッタ家に入っているアンテナショ

ップなんですが、あのぐらいの形が本市が考える

アンテナショップという認識でよろしいんですか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 そのアンテナショップにつき

ましても、当時、もう10年ぐらい前だと思うんで

すけれども、設置をするときに駅前のお店の利活

用ということで、そこの部分にいろいろな地域の

ブランドとか特産品を供したというところで名前

はアンテナショップになっていますが。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 見たことありますよね。アンテナショ

ップはものを売るんじゃないのか。那須塩原のも

のなんだけれども、モースケのグッズとあと自動

販売機ぐらいしかないぞ。それは課題にはなって

いると思うんだけれども、経常経費的につけてい

く部分はいいけれども、毎回やっていて、こうい

うふうに文言を出すのは、少し指導ではないけれ

ども、何かやらないと結局これただ金使っていて、

これも税金だと思うんだよね。毎年、毎年バージ

ョンアップをしていくのだったらいいけれども、

基本的にああいった形で今度カワッタ家をまちな

か交流センターに持ってきますよと言われても、

その辺の感覚も、これはどうなのかなと、予算を
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組むに当たって、検証なされないんですか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 実際にあそこも商工会が運営

している部分がありまして、そこは商工会とも話

はしてきた中で、なかなか市のほうの指導も至ら

なかった部分もあるかと思いますが、今度７月か

らこの分は補助出す分というのがあるので、もう

ちょっと見直しを図っていきたいと思います。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 次に、黒磯駅前活性化事業が増額した

理由についてお伺いします。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 こちらの駅前活性化事業100

万円になりますが、実際交流センターのオープン

していく中で、今までは年に３回とか４回とかの

イベントしかやっていなかったんですが、こちら

は交流センター開館合わせて定期的にもうちょっ

と数をふやして事業を行っていこうというところ

で、駅活に中心になって動いていただくための補

助金になります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 次に、その下段なんですが、先ほど星

野委員からありましたように、チャレンジショッ

プの件、実績を見るとさほど実績が上がっていな

いんですよね。だから言うようにその事業をやっ

ているのはわかるんですよ。しかし、毎年毎年チ

ャレンジショップも、前は場所が決まっていて、

そこでチャレンジショップをやってくださいとい

うのから、規制緩和をして、例えば僕だったら選

んできて、ここでチャレンジショップをやりたい

んでお願いしますというようにいろいろ条件を緩

和してやっているにもかかわらず、さほど実績が

伸びていないということは、やはり予算を組むに

当たっても、その事業に関して、よく市の人たち

はＰＤＣＡサイクルに落とし込んでやっています

よとかと言ったとしても、結果があって初めての

事業なんだよね。議員としても議決をした責任が

あるわけですよ。しかし何の反省もなく、こうや

ってのっけてくるわけですよね。 

  だから、やっぱりお店をやってもらいたいのは

わかるし、それと黒磯にもしらず、塩原でも空き

店舗というのは重要な課題だと十分認識している

と思うんですよ。であれば、もう少し予算を組む

上で、何か工夫はないのか、もっとお店を出しや

すいようにするとかという工夫をした予算を組ま

ないと、ただチャレンジショップの支援をします

というんじゃ全然施策になっていない、ただやっ

ている、だから先ほどの条例でももめるわけじゃ

ないですか。結局こういった施策の予算を組む上

に当たって、しっかり事務事業を評価しながらき

っちりやっていると思うんですが、結果が出てい

ないものに関しては、やめろと言っているわけじ

ゃないですよ。例えば少し１年12カ月の半分はた

だにするとか、同じ料金でいっていても半年はた

だにするとか、無料が悪いんであれば、もっと減

額するとか、いろいろあるとは思うんですが、少

しこういったやり方もただ経費を載せていてやっ

ていますというんだと、これも果たしてこういっ

たものは費用対効果、結果を求められるのが普通

だと思うんですね、民間であれば。しかし、もう

少しそういった部分も考えて、予算に反映したの

かお伺いをいたします。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 この空き店舗対策のチャレン

ジショップ事業については、もともとは中心市街

地の活性化という部分で、エリアが中心市街地と

いうか、用途地域にかかっているエリアで空き店

舗に対して補助してきたんですが、今後はやはり

それだと使い勝手がよくない部分があるので、エ

リアは余り限定せずに、その辺、幾つか条件を緩
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和してやっていこうと考えていまして、来年は難

しくても再来年ぐらいからやりたいなというとこ

ろで考えています。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 次に、巻狩まつりなんですが、巻狩ま

つりは毎回アンケート調査をとって、次年度の祭

りの内容とかいろいろな課題を精査したり、課題

解決に向けてやっていることは十分わかるんです

が、今回はそういった施設に関しての増額の理由

でありましたが、内容に関して、こういった予算

を組む上での精査などはしていないのか。 

  それはなぜかというと、巻狩まつりを変えるチ

ャンスがほぼほぼないんですよ。内容を。ただ、

なくなっていくものはやぶさめがなくなったりと

かいろいろ諸事情でなくなったものはあるんです

が、あの祭りがこれから10年、20年、30年先の那

須塩原のやはり代表するお祭りの一つになってい

く位置にはあると思うんですが、内容がほぼほぼ

伴っていかないような気がするんですが、そうい

った部分を勘案しながら予算を組んでいるか。 

  それかその巻狩の反省の部分をしっかり予算に

入って、こういった予算組みをしているのか、お

伺いします。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 まず、巻狩まつりについては、

当日のアンケートもございますし、その後、実行

委員さん等を集めた会議の中でも反省、評価して

いただいています。予算組みの中でもその辺反映

できるものはしておりますが、あとは特に始まっ

てもう二十数年たつ中で、設備等、老朽している

部分がありまして、今回の31年の計上については、

その辺で特にお水の問題が、お店の場所に当たっ

てなかなか公園の中に水の出るところが少ないと

いう部分がありまして、仮設の水道を来年度設置

したり、あとはテントとかのぼりとか、その辺を

設置していくというところが増額になっています。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 次、続きまして、105ページのまちな

か交流センターなんですが、このまちなか交流セ

ンターの管理運営事業の中には、当初市長の答弁

ですと、最初４年は市が受けて、４年でしたよね。

４年は市が受けてその後、指定管理になるという

ような話をいただいていますが、まちなか交流セ

ンターの運営に関して、基本的には今産観から説

明を受けていますから、産観が中心になってやる

と思うんですが、まちなか交流センターを今後７

月20日から運営する前ですから、ある程度の３月

20日に引き渡しがあって、準備期間でそこをほぼ

ほぼ体制を立てていくと思うんですが、この間の

答弁では、所長さん的な人を１人と、もう一人事

務か何かの人。１人というふうな形で答弁をいた

だきましたが、通常ですと、まちなか交流センタ

ーの管理運営事業の中に人件費が入っていないと

いうのは、そのまま産観の誰かがぽっと行くとい

うようなその中から誰かが配属されるという認識

でよろしいんでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 交流センターの運営に関して

は、特に７月のオープン以降なんですけれども、

正職員は２名で考えております。やはり館長クラ

スともう一人というところで、それは多分、今度

人事異動がないとわからないですけれども、４月

から配属になりまして、準備のために、その２人

がまず準備していくというところはありまして、

その人件費は総務のほうのやっている人件費に入

っているというところでありまして、それ以外に

つきましては、この計上に人件費等ないんですけ

れども、管理運営委託の中で、委託料で事業者を

募って、そちらに人の手配をしていただくという

ところで、そこにいくと委託業者の中の人で、大
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体通常、常設は職員プラス３名というところで考

えてございます。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 まちなか交流センターは、ただこの予

算だとほぼほぼ経常的な経費で運営するに当たっ

てはどれも必要だとは思うんですが、基本的には

運営する人の部分が非常に大切な部分だと思うん

ですね。今現状、このまちなか交流センターを運

営する上で、どの辺ぐらいまで庁内で話し合われ

て、ほぼほぼ体制ができ上って、まだちょっと時

間がありますが、どのような進捗率で進んでいる

か、その辺をお伺いします。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 ハードについて主な建物が新

しくなるというところで、今商工観光課では特に

備品、消耗品関係の準備を進めているところで、

今後実際に利用する方等を募って、利用者会議を

立ち上げて、その方と一緒に今後どう運営してい

くかと、話し合っていきたいかなというところで、

それが４月、５月ぐらいには利用者会議を行って

いきたいと。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 次に、その下の企業誘致なんですが、

皆さんも大田原、那須日赤に行ったことがあると

思うんですが、かなり資生堂の建物ができ上って

いるのはご存じだと思います。市民の人たちは、

工業団地の造成に関しては、私たちとか皆さんが

知っていれば十分あれだと思うんですけれども、

やはり那須塩原にもそういった企業をなぜ呼べな

いんだというようなご相談を受けるんですが、こ

のほぼほぼ企業誘致、条例までつくっていろいろ

やっているんですが、あの工業団地に関して今現

状では、呼べる職種というのは非常に限られてく

るわけですよね。 

  工業用水とか排水の問題とか、今、日々整備は

していると思うんですが、基本的にターゲットを

予算を組みました。ある程度、世の中の内情も十

分ご承知だと思うんですよね。ただ、もうああい

うふうな市民もやはりプライドがあるから、例え

ばああいうふうに800名雇用するとかといろいろ

すぐ話題になるわけですよ。だけれども、そうい

うものに関して那須塩原としてはまずそういう話

題がない。 

  心配しているのはもしかするとアウトレットの

前身のように工業団地が塩漬けになって、商業用

途に変更でアウトレットになって、あれはあれで

よかったと思っている。しかし、今工業団地を進

めている上で、こういった予算を組むことによっ

て、あそこの執行部の皆さんが考えている初年度

のこの予算規模で平成31年度は大枠達成できると

いう思いでよろしいのでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 こちらも企業誘致につきまし

ては、一般会計のほうでございまして、高林の関

連については特会のほうで工事が出てくるんです

けれども、こちら市内の団地も含めて一般的な企

業立地に係る事業費でありますが、やはり企業誘

致の考え方については、なかなか特に県北地区が

弱いという話もある中で、大田原市の資生堂はど

んな形で来たか、経緯がまだわからないんですけ

れども、那須塩原市も結構、引き合いとかの連絡

は来ているところなので、その辺をうまく使いな

がら、もうちょっと広めていきたいというところ

で考えています。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 基本的にそれはナショナルブランド的

な大企業から引き合いが来ているという認識でよ

ろしいんですか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 資生堂という例がありまして、
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そこまでのナショナルではないんです。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 わかりました。 

  最後に１点、107ページの観光基本計画策定の

要因が大枠一般質問もして、内容はわかるんです

が、この17名の人数になった部分とイメージとし

ては現場の人たちと一緒にある程度計画をつくっ

ていくという認識であれば、こういった今までの

ようなやり方、例えば重みのあるビジョン的なも

のを細部じゃなくてそういったものをつくってい

く上において、今までもこういう手法で基本的に

マスタープランをつくっていったという感覚でよ

ろしいんでしょうか。 

  例えば第２次総合計画とかとああいう大きな計

画がありますよね。ああいうのとつくり方は一緒

だという理解でよろしいんですか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 今行っているのは、今年度は

まず、各地区の地元から意見を吸い上げていると

ころでございまして、それももちろん全部吸い上

げるわけじゃないので、それをまとめて31年度に

持っていって、策定委員会の中でまたもんでもら

うというところを考えていまして、段階を踏んで

いく総合計画とか若干違う部分があるかもしれま

せんが、大枠では地元の意見を吸い上げながら、

この市の未来というか、将来の観光の振興を図る

ための計画にしていきたいというところでござい

ます。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 基本的にどうして17名になったかとい

う、その17名になった、構成人数になった理由に

ついてお伺いします。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 人数は、今最大で見ていると

ころでございまして、それはなるべく幅広い分野

からの意見を聞きたいなというところで、17名を

構成していますが、17名というのはあくまでも報

償金対象の人数でして、ここに報償金の絡まない

県とかそういう職員も含めて約20名が最大かなと

考えています。まだ実際20名になるかどうかわか

らないですけれども、その内訳としましてはやは

り大学の先生も含めまして、観光局と観光協会で

すね。あとは旅館組合、活性化協議会、あとは商

工会とか、あと交通関係でタクシー、バス、あと

ＪＲと農協、あと県の物産協会と、その辺を含め

て17名としております。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  それでは、休憩のため10分間の休憩を挟みます。

40分に再開させていただきます。 

 



－312－ 

休憩 午後 ３時３０分 

 

再開 午後 ３時４３分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開させていただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１８号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第18号 平成31年度

那須塩原市産業団地造成事業特別会計予算を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○渡辺商工観光課長 （議案第18号について説明。） 

○松田委員長 ただいま説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  中里委員。 

○中里委員 ２点ほど教えてください。 

  まず、歳出の部分で産業団地造成事業費の工事

請負費という部分なんですけれども、具体的な工

期を教えていただきたいと思います。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 工事の工期ということでござ

いまして、まだ実際、設計業務が終わっていませ

ん。それが終わると積算業務を行うんです。スケ

ジュール的には設計業務が年度をまたいで末ぐら

いまでかかるかなと。それに対して積算を行って

工事なんで、工事発注の時期は秋ぐらいを見越し

ています。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 じゃ、もう１点、215ページの公債費

の部分なんですけれども、確認という部分なんで

すが、今年度は借りかえによる削減の予定とかと

いうのはありますか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 特にはございません。 

○中里委員 以上です。 

○松田委員長 ほかございませんでしょうか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 まず、手数料の関係で隣地、隣接地の

取得に係る不動産鑑定70万、その後に土地購入費

については43万1,000円、あと隣地の補償につい

て21万4,000円という形で、土地の値段というか、

鑑定料が高いということが私よく理解できないん

で、その辺ご説明ください。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 70万計上していますが、今回

買収に関係してくると思われる鑑定は70万のうち

の半分ぐらいを見込んでおります。35万ですね。

残りは今後例えば企業が売買を予定している土地

の単価適正化とかを求められた場合に、鑑定する

ための費用としてここに計上してございまして、

合計70万円としています。なので、用地買収に係

るものについては半分です。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 実際には、これ２つあるということで

いいのか。 

○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 そうですね。用地買収に係る

ものともう一つは企業に対してにかかるかもしれ

ないものと。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 じゃ、もう一つ、そこの委託料の関係

で隣接地の取得に係る用地の測量、この辺の内訳

というのはどういうふうになっていますでしょう

か。 
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○松田委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 ここの測量につきましては、

実際にかかる費用については180万1,000円を見込

んでいまして、測量ですので、これ登記ですね。

登記を行うために必要な全体測量、周辺測量から

始まって部分的な分筆測量となります。 

○松田委員長 そのほかございませんか。よろしい

ですか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第18号 平成31年度那須塩原市産業団地造

成事業特別会計予算は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第18号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  それでは、観光商工課所管の審査事項は以上と

なります。 

  その他として委員の皆様から何かございますで

しょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 議員になって10年がたちました。産業

観光部に数々の質問をぶつけてきましたが、平成

31年度が今まで味わったことのない商品券の問題

ですとか、まちなか交流センターの問題、産業団

地の問題、農業産出生乳生産本州一ですとか農業

に関しての問題、それと観光に関してはマスター

プランの着手など、平成31年度に関しては産業観

光部が恐らく那須塩原の庁内で一番忙しい部署で

はないかと思いますので、どうか皆さん、体には

気をつけて、市民の皆様中心によりよい計画、そ

して100％進捗、この予算が反映できるような皆

様の頑張りぶりに期待したいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いしたいと思います。 

○松田委員長 ほかございませんでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 執行部から何かございますでしょう

か。 

○小出産業観光部長 本日ご審議いただきました予

算、それから計画、条例、案件、いずれも慎重な

るご審議をいただき可決いただき、誠にありがと

うございます。 

  31年度の執行につきましては、皆様からいただ

いたご意見等を真摯に受けとめ、適切に執行して

まいりたい、効果の高い事業を展開してまいりた

いというふうに考えておりますので、今後ともど

うぞよろしくお願いいたします。 

  本日はどうもありがとうございました。 

○松田委員長 それでは、以上で商工観光課の審査

を終了いたします。 

  これで産業観光部の審査は全て終了となります。 

  ご苦労さまでございました。 

  執行部入れかえのため、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５４分 

 

再開 午後 ３時５８分 
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○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建設部の審査 

○松田委員長 これより建設部の審査に入ります。 

  初めに、稲見建設部長からご挨拶をお願いいた

します。 

○稲見建設部長 （挨拶。） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市計画課の審査 

○松田委員長  それでは、ただいまから都市計画

課の審査に入ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

  それでは、ここで建設経済常任委員会を予算常

任委員会第３分科会に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 議案第10号 平成31年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

○大木都市計画課長 （議案第10号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中里委員。 

○中里委員 説明ありがとうございます。 

  ちょっと何点か伺わせてください。 

  まず、20ページ、歳入の部分で、不動産売り払

い収入の保留地売却を見込んでいるという部分な

んですけれども、これ完売することによって何％

の回収が見込めるのかというのはわかるでしょう

か。 

○松田委員長 課長。 

○大木都市計画課長 ちょっと総額の部分では、足

し算をちょっと今しないと出てこないんですが。 

○中里委員 じゃ、すみません、あわせて何％改修

済みであるかも一緒にちょっと教えてください。 

○松田委員長 はい。 

○大木都市計画課長 ちょっと並行して電卓たたか

せておりますので、改めて、ちょっとお時間いた

だいて、その後にご報告といいますかご回答でよ

ろしいでしょうか。 

○中里委員 わかりました。じゃ、次。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 続きまして…… 

〔「そこを足し算してもらえば」「それで

は売却金には足りないので」「じゃ、金

額、残金でも」「そういうふうになると

集計が全然違うので、どの質問に対する

答えもちょっと時間かかります」と言う

人あり〕 

○松田委員長 課長。 

○大木都市計画課長 あと残っているやつを全部売

却した場合に幾らぐらいの金額になるかというご

質問で１つはよろしいわけですよね。残っている

やつの売却、分譲宅地を全部売った場合に、幾ら

の歳入になりますよと。 

○中里委員 それだと……、金額はそれでわかりま

すけれども、要は全体にかかった事業費の何％を

これを売却したことによって回収が見込めるのか

というのを知りたいんです。 
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〔「総事業費から」と言う人あり〕 

○中里委員 はい。 

○松田委員長 課長。 

○大木都市計画課長 ちょっとお時間をいただけま

せんでしょうか。本日そのほかに建設部のありま

すので、そのときにちょっとはじいてご報告いた

します。 

○松田委員長 ほか、中里委員。 

○中里委員 すみません、空き家のところの担当で

したっけ。 

〔「空き家は違います」と言う人あり〕 

○中里委員 じゃ、以上です。すみません。 

○松田委員長 ほかございませんか。 

  いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○松田委員長 先ほどの採決に関係するような質問

というのはないとは思うんですけれども、それで

よろしいですか。 

○中里委員 はい。 

○松田委員長 わかりました。 

  では、後日、大木課長のほうから、相当の部分

も構いませんけれども答弁を。 

○大木都市計画課長 きょうじゅうには間に合わせ

たいと思います。 

○松田委員長 お願いします。 

○中里委員 委員長、すみません。 

○松田委員長 はい。 

○中里委員 じゃ、最後に、もう一点だけなんです

けれども、さっきのこの保留地という部分で、早

期販売という部分において今後どのように考えて

いるのかという、その考え方をちょっとお伺いし

たいんですが。 

○松田委員長 課長。 

○大木都市計画課長 まず、この分譲宅地、いわゆ

る保留地については、できるだけ早く売却して、

歳入もさることながら、やはり売却して買った人

は当然宅地化ということで、定住促進等にもつな

がるということで、担当課としましてはできるだ

け早く売却して、宅地化、定住を進めていきたい

というふうに考えております。 

  その手法としましては、今もそうなんですけれ

ども、不動産協会、先ほど言った宅建協会等の媒

介契約等をやっておりますので、そういったもの

のさらなる活用を図っていくとか、あとはもう一

つは、例えば今、定住促進といいますか、立地適

正化計画の誘導施策の中で、一つ、この区画整理

地内は全て居住誘導区域ということになっており

まして、その中でも特に居住の誘導が図られてい

ない、保留地がいわゆる残っている、分譲宅地が

残っているこの関谷等については、価格等につい

ても多少検討するべき余地があるんじゃないかと、

いろいろ、もう少し安くして、当然安くすれば買

いたい人も出てくると。当然持っていればそうい

った草刈り等の維持管理もかかる。新たな人が購

入すれば、そこで固定資産税の税収確保も上がる。

あとは、定住促進が図れれば、居住誘導区域内の

居住の誘導が図れれば、全体的な那須塩原市の中

でプラスになっていくということで、単価の部分

についても、今までいわゆる路線価とかそういっ

た根拠に基づいた部分でやっていたんですが、ち

ょっと踏み込んで検討したいなというふうに考え

ているところでございます。 

  以上であります。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 じゃ、ちなみに宅建協会等のそういっ

た部分の連携の中で、意見交換は多分されていた

りするんだろうとは思うんですけれども、早期販

売に向けた宅建協会との意見交換の内容というか、

どういったことが話し合われているのかというこ

とを教えていただくことはできますか。 
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○松田委員長 課長。 

○大木都市計画課長 今、正直、具体的に定期的な

形での意見交換等は設けておりません。ただ、当

然、私どものほうで分譲宅地が売れたということ

になった場合には、売れた情報等については随時

宅建協会とかあるいは全日本不動産協会等のほう

に情報提供しなくちゃなりませんので、そういっ

た機会を捉えて情報交換はいろいろやっているわ

けなんですが、定期的な意見交換会というのは開

いていないのが現状でございます。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 定期的に意見交換会を開けというわけ

ではないんですけれども、早く販売して、事業費

の回収というものはやっぱり大切だと思いますの

で、一歩踏み込んで、早期回収に向けて具体的に、

何というんですか、具体的に方策を考えるとか、

そういったことをちょっとしていただきたいなと

いうふうに思います。 

  以上です。 

○松田委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんでしょうか。 

  それでは、ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  都市計画課所管の審査事項は以上となります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 執行部から何かございますでしょう

か。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、以上

で都市計画課の審査を終了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 ４時１８分 

 

再開 午後 ４時２２分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市整備課の審査 

○松田委員長 ただいまから都市整備課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３３号の説明、質疑、討
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論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第33号 那須塩原市

都市公園条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○佐藤都市整備課長 （議案第３３号について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第33号 那須塩原市都市公園条例の一部改

正については原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第33号については原案のとおり可

決すべきもの決しました。 

  それでは、ここで建設経済常任委員会を予算常

任委員会第３分科会に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 議案第10号 平成31年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○佐藤都市整備課長 （議案第１０号について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中里委員。 

○中里委員 何点か教えてください。 

  123ページの、まずは空き家等対策事業費の空

き家、特定空き家解体。これは質疑で山本はるひ

議員が聞いたんですけれども、もうちょっと詳細

に教えていただきたい部分なんですが。棟数はわ

かったので、場所といつごろ執行するのか教えて

いただきたいんですけれども。 

○松田委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 場所につきましては、１件に

つきましては塩原の温泉街にあるものでございま

して、形式は店舗であります。もう１件につきま

しては東那須野地区にございます元工場跡地であ

ります。 

  いつごろ執行かということですが、まず現在の

状況としましては、建物の所有者に指導・助言を

行っている状況でありまして、２月に開催されま

した空き家対策審議会のほうの意見としましては、

２件につきましても勧告が妥当ということを受け

ておりますので、今後その所有者と勧告を行いま

して、自主的な解体を促すということはまだ諦め

ておりません。 
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  ですので、この後、勧告、次に命令といった手

順を踏んでいく中で、所有者の反応を見ながら対

応していくというところですので、実際の執行時

期がいつということにつきましては、ちょっと明

言できないところでございます。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 はい、わかりました。 

  もうちょっと詳しく教えてください。２カ所で

合計６棟、５棟と１棟というふうなんですけれど

も、塩原が１棟という部分で間違いないですか。 

○松田委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 塩原が１棟でありまして、東

那須野が工場のものとか事務所とかありましたも

のですから、複数棟あるというような状況でござ

います。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 ありがとうございます。 

  続きまして、下段の市営住宅維持管理費の工事

請負費の老朽化住宅解体なんですけれども、場所

と何棟解体するのか教えていただけないですか。 

○松田委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 予算に計上を予定しておりま

す対象としましては、烏ケ森住宅１棟、塩原にあ

ります福渡共同という住宅が１棟、あと若松団地

の平家がございますが、こちらで１棟、計３棟で

ございます。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 ありがとうございます。 

  いつごろ解体するとかというのは決まっていま

すか。 

○松田委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 現在の状況なんですが、烏ケ

森と福渡共同には現在はまだ入居者がおります。

おおむねの移転交渉をかけている中での、移転を

するというお答えをもらっていますので、来年度

中に移転はできるものと思って、もちろん予算は

計上してございますので、この方の引っ越しの済

み次第というところになりまして。若松につきま

しては、現在もう空き家でございますので、設計

等の手続が済み次第、早期に発注したいと考えて

います。 

○中里委員 はい、大丈夫です。 

○松田委員長 そのほか、ございませんでしょうか。 

  副委員長。 

○齋藤副委員長 今の空き家の解体の部分で、中里

委員から質疑がありましたけれども、塩原温泉街

の店舗１棟というのは具体的に駅前のところを指

しているんでしょうか。 

○松田委員長 部長。 

○稲見建設部長 実は、指定から最後の代行で取り

壊しするまでに８つの段階を踏んでいくんですが、

その最後の代執行が第８、８つ目のなんですけれ

ども、第７、その一歩手前に公表というのがあり

まして、それまで公表はできないんです、具体的

には。 

  もし公表してしまうと、悪い子たちが入ってき

ちゃったりとか、ほかの何か変な業者さんが入っ

てきちゃって何かするとかということが考えられ

るので、公表も特措法で取り壊しの直前まででき

ないということになっているので、具体的にはち

ょっとお許しいただければと思います。 

○齋藤副委員長 わかりました。理解します。 

○松田委員長 よろしいですか。 

○齋藤副委員長 はい。 

○松田委員長 そのほかないでしょうか。 

  それでは、ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 
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  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  都市整備課所管の審査事項は以上となります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 執行部から何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、以上

で都市整備課の審査を終了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで、執行部入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午後 ４時４９分 

 

再開 午後 ４時５４分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  それでは、冒頭、課長のほうから先ほどの答弁

をさせていただきますので。 

  課長。 

○大木都市計画課長 先ほど中里委員のほうからご

質問がありました区画整理事業への分譲宅地の回

収費用率ですね、それを改めてご説明いたします。 

  那須塩原駅西、北地区、こちらのほうの那須塩

原駅周辺地区の区画整理事業で、事業費としまし

ては150億円。それに対して既に分譲宅地が販売

されていますのが12億7,979万4,146円。パーセン

テージにしまして、8.5％がもう既に売れている

と。全部売れた場合、残っている保留地も全部売

れた場合に14億1,003万5,229円。全部売れた場合

に率としまして、9.4％、回収率は事業費に対し

て保留地全部売れた場合に9.4％ということであ

ります。 

  続きまして、関谷区画整理事業は43億7,000万

円が総事業費であります。既に販売実績としまし

て３億4,060万9,775円。実績としての率が7.8％、

既にもう7.8％は売れていると。全部売れた場合

については５億1,967万4,231円ということで、率

としまして11.9％。つまり保留地全部、分譲宅地

として売れた場合には、事業費に対して11.9％の

回収となると。 

  ですから、那須塩原駅周辺地区、あと関谷区画

整理事業地区は、ともにおおむね10％ぐらいとい

う、ざっくりとした部分としてのやつはそういう

ことであります。 

  以上でございます。 

○松田委員長 それでは、皆さんにお諮りいたしま

す。議会会議の規則で第９条第１項の規定により

議会の時間は５時までとなっております。本委員

会も条例第29条により本会議に準ずるとなってお

りますので、本日は17時を、５時を過ぎても次第

の審査を行うことで、異議ございませんでしょう

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 はい。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎道路課の審査 

○松田委員長 それでは、ただいまから道路課の審

査に入ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、ここで建設経済常任委員

会を予算常任委員会（第三分科会）に切りかえま

す。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長、お願いします。 

○増子道路課長 （議案第１０号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  伊藤委員。 

○伊藤委員 118ページになります。 

  その他の委託料ということで、豊浦佐野線、Ｊ

Ｒ佐野開墾踏切、拡幅について１億円という分が

出ているんですが、これについてちょっと詳しく

聞きたいんですが、よろしくお願いします。 

○松田委員長 課長。 

○増子道路課長 これについては、過日２月８日全

員協議会において説明のほうはさせていただきま

した。 

  内容は、これについては踏切道改良促進法に基

づく法指定の箇所となったことから、平成32年度

までの対策が必要であるというような位置づけと

なりました。そういったところから、踏切道の拡

幅工事について行うものであります。 

  なお、これについては、契約については上程の

後になりますが、ＪＲの敷地内ということもあり

まして、相手方をＪＲ東日本とする形で今のとこ

ろ打ち合わせを進めているところです。 

  また、これについては現場の作業がどうしても

夜間に集中をせざるを得ないと、そういったとこ

ろから継続事業の設定という形で、できるところ

からという形で、これについては30年度を執行額

ゼロ円、31年度１億円、32年度１億8,000万円と

する、総額２億8,000万円の経常費を設定したと

ころでございます。 

  以上です。 

○松田委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 あそこの踏切は今多分、幅にして６ｍ

ぐらいですか、５ｍ、６ｍぐらい。 

〔「３ｍと言う人あり」〕 

○伊藤委員 ３ｍですか。 

  それが何ｍぐらいの幅になるんですか。 

○松田委員長 課長。 

○増子道路課長 歩道を２ｍとする、車道も合わせ

て合計7.95ｍになります。 

○伊藤委員 わかりました。 

○松田委員長 ほか、ございませんでしょうか。 

  よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 
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○松田委員長 討論がないようですので、討論を終

結したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  道路課所管の審査事項は以上となります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 （黒磯駅東口エレベーター完成に伴う

セレモニーについて要望。） 

○松田委員長 ほか、ございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので。 

  それでは、執行部から何かございますでしょう

か。 

  課長。 

○増子道路課長 すみません。先ほどの伊藤委員か

らの踏切の幅について、ちょっと修正させていた

だきます。 

  歩道は２ｍなんですが、車道5.5ｍを含めて全

幅で9.6ｍに訂正させていただきたいと思います。

ＪＲの施設帯という部分をちょっと抜いてしまっ

たものですから、全幅で9.6という形です。大変

失礼しました。 

○松田委員長 ほかにございますか、執行部から。 

  執行部から何もございませんか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、以上で道路課の審査を終

了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで、執行部入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午後 ５時１７分 

 

再開 午後 ５時１８分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建築指導課の審査 

○松田委員長 ただいまから建築指導課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、ここで建設経済常任委員

会を予算常任委員会（第三分科会）に切りかえま

す。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○松村建築指導課長 （議案第１０号について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 
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  相馬委員。 

○相馬委員 一点だけ。ちょっと新規事業の説明を

もう少し詳しくしていただけますか。113ページ

の新規、位置指定の道路測量。先ほど、何か原本

のない道と説明を聞いたんですが。 

○松田委員長 課長。 

○松村建築指導課長 位置指定道路というのは、ま

ず建築物を建てるためには、道路に接しなければ

ならないという規定がございます。その中で位置

指定道路というのはその道路の１つとなっており

ますが、これが位置指定した当時、これについて

は大田原土木時代の資料でございまして、それが

昭和42年から44年に指定されたものでございます。

それを原本がないということで、現地に赴きまし

て測量して、その図面を復元というか、図面を作

成する事業でございます。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、この位置指定のない、こ

の２年間に出された位置指定のない道路というの

は、結構あるものなんですか。 

○松田委員長 課長。 

○松村建築指導課長 現在確認されていますのは21

件ございます。 

○松田委員長 ほか、ございませんでしょうか。 

  中里委員。 

○中里委員 一点だけ教えてください。 

  113ページの、特定建築物耐震診断等補助事業

費なんですが、何棟分見込んでいるものなのか教

えてください。ごめんなさい。違います。木造住

宅耐震改修費等補助事業費です。その補助金なん

ですけれども、何棟ぐらい見込んでいるのか教え

てください。 

○松田委員長 課長。 

○松村建築指導課長 耐震改修費でございますけれ

ども、今年度については、耐震改修補助について

は５戸分で、建てかえについては20戸分を予定し

ております。 

○松田委員長 中里委員。 

○中里委員 すみません、私が最初に読み違えてし

まったので間違えちゃったんですけれども、113

ページの木造住宅耐震改修費等の補助事業費、こ

れが建てかえ費という…… 

○松田委員長 課長。 

○松村建築指導課長 耐震改修費等ということで、

耐震改修と建てかえも含んでおります。 

○中里委員 そうですか。それが……。 

○松村建築指導課長 耐震改修については５戸分で、

建てかえについては20戸分を計上しております。 

○中里委員 ありがとうございます。 

○松田委員長 ほかはございませんでしょうか。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり
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可決すべきものと決しました。 

  建築指導課所管の審査事項は以上となります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 （塩原温泉街のホテルの耐震改修計画

について確認。） 

○松田委員長 そのほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

  執行部から何かございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、以上

で建築指導課の審査を終了いたします。 

  これで建設部の審査は全て終了となります。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで執行部退席のため暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ５時３０分 

 

再開 午後 ５時３１分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 それでは、次第４、その他に入りま

す。 

  委員の皆様から何かございますでしょうか。 

  齋藤委員。 

○齋藤副委員長 （関谷地区で解体された空き家に

ついて。） 

○松田委員長 ほかにございますでしょうか。 

〔「ないです」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、事務局から何かございま

すでしょうか。 

○室井書記 （事務連絡。） 

○松田委員長 それでは、次第４、その他を終了い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○松田委員長 以上で今定例会における委員会の議

事日程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出をいたしますので、ご一任くださいますよう、

よろしくお願いいたします。 

  これをもちまして、建設経済常任委員会を閉会

いたします。 

  大変ご苦労さまでございました。 

 

閉会 午後 ５時４６分 
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